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ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
の
無
過
失
責
任
論

(五)

次

日
同

序
第
一
章
国
の
無
過
失
責
任
の
理
論
的
基
礎

第
一
節
ド
イ
ツ
に
お
け
る
問
題
の
展
開

第
二
節
オ
ヅ
ト
l

・
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
公
法
上
の
損
失
補
償
の
理
論

第
一
款
検
討
の
前
提

第
二
款
公
法
上
の
損
失
補
償
の
制
度

第
三
款
「
特
別
の
犠
牲
」
概
念
の
二
面
性

第
四
款
公
法
上
の
危
険
責
任
の
法
理

第
五
款
マ
イ
ヤ
l
的
補
償
理
論
の
意
義
と
限
界

第
三
節
ワ
イ
マ

i
ル
学
派
の
補
償
理
論

第

一

款

序

説

第
二
款
法
治
国
家
的
補
償
理
論

秋

義

円
J
t
J

J
i
 

H
H
H
 

ー

l
 

l
 

第
三
款
国
家
的
利
得
の
返
還
理
論
(
以
上
第
二
五
巻
一
号
)

第
四
節
犠
牲
補
償
請
求
権
の
思
想
と
そ
の
展
開

第

一

款

序

説

第
二
款
犠
牲
補
償
請
求
権
思
想
の
成
立

山
警
察
国
家
時
代
の
補
償
理
論

ー

i
副
呂
田
己
〉
円
、
河
|
|

間
切
叶
印
巴
ロ

E
F
m
の
適
用
範
囲

ω
ワ
イ
マ

l
ル
態
法
一
五
三
条
と
申
呂
田
口
広
三
山

第
五
節
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例

第

一

款

序

説

第
二
款
公
益
事
業
と
国
の
無
過
失
責
任

第
三
款
公
権
力
の
行
使
と
国
の
無
過
失
責
任

第
四
款
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
ー
ー
そ
の
意
義
と
限
界
|
|
ハ
以
上
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説

第
二
五
巻
三
号
)

第
二
章
ボ
シ
基
本
法
下
に
お
け
る
判
例
理
論
の
確
立

第
一
節
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
概
念
の
形
成

第

一

款

序

説

第
二
款
判
例
理
論
の
展
開

第
二
節
「
収
用
類
似
の
侵
害
」
の
内
容

第
一
款
要
件
(
以
上
第
二
六
巻
二
号
)

第
二
款
損
失
補
償

第
三
節
犠
牲
補
償
請
求
権
(
〉
三
毛

F
Eロ
m
g
g官
ロ
ロ
「
)

第

一

款

序

説

第
二
款
犠
牲
補
償
請
求
権
の
要
件
と
効
果

第
四
節
判
例
理
論
に
対
す
る
学
説
の
反
応

第

一

款

序

説

第
二
款
無
過
失
責
任
否
定
論

第
三
款
批
判
的
学
説
の
動
き

第
四
款
収
用
類
似
の
侵
害
と
職
務
責
任
(
以
上
第
二
八
巻
三
号
)

第
五
節
無
過
失
責
任
立
法
化
へ
の
動
き

第

一

款

序

説

第
二
款
立
法
の
動
機
1

現
行
制
度
の
欠
陥

第
三
款
国
家
責
任
の
根
拠
づ
け
と
そ
の
性
格
(
以
上
本
号
)

第
三
章
わ
が
国
法
上
の
問
題
点

論

第
五
節

無
過
失
責
任
立
法
化
へ
の
動
き

第
一
款

序

説

戦
後
の
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
、
収
用
の
制
度
が
、
最
初
は
無
過
失
違
法
な
侵
害
に
、
後
に
は
有
責
違
法
な
侵
害
に
ま
で
拡

い
わ
ゆ
る
「
収
用
類
似
の
侵
宝
己
の
法
理
が
国
家
補
償
体
系
の
中
に
定
着
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
以
上
に
み
て
き
た
通
り
で

あ
る
。
違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
基
づ
く
国
の
責
任
を
一
括
し
て
「
国
家
責
任
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
在
、
西
ド
イ

ツ
に
は
、
国
家
責
任
と
し
て
、
山
民
法
人
三
九
条
と
結
び
つ
い
た
基
本
法
三
四
条
に
よ
る
職
務
責
任
、
閣
収
用
類
似
の
侵
害
、
問
犠
牲
類

似
の
侵
害
、
凶
公
法
上
の
結
果
除
去
、
の
四
種
の
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根

張
さ
れ
、
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源
と
歴
史
的
な
発
展
を
異
に
し
、
国
家
責
任
の
全
体
を
支
配
す
る
内
容
的
に
一
貫
し
た
法
理
・
法
原
則
が
そ
の
基
礎
に
あ
る
わ
け
で
は
な

ぃ
。
そ
の
結
果
、
現
行
国
家
責
任
法
は
、
制
度
相
互
間
で
様
々
な
矛
盾
・
不
統
一
を
き
た
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
個
々
の
制
度
に

お
い
て
も
、
責
任
の
基
礎
・
責
任
の
要
件
等
に
つ
き
、
著
し
く
時
代
錯
誤
を
思
わ
せ
る
も
の
や
奇
妙
な
不
合
理
を
生
じ
て
き
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
収
用
類
似
の
侵
害
の
制
度
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
過
失
責
任
主
義
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
代
位
責
任
的
構

成
を
と
る
職
務
責
任
の
欠
陥
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
戦
後
の
判
例
の
中
に
独
自
の
発
展
を
と
げ
た
収
用
類
似
の
侵
害
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
基
本
法
一
四
条
の
収
用
理
論
の
上
に
構
成
さ
れ
て
い
た
が
た
め
に
、
そ
れ
に
伴
な
う
諸
々
の
制
約
を
免
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
他

の
国
家
責
任
制
度
と
の
不
整
合
性
も
目
立
ち
始
め
て
き
て
い
た
。

現
在
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
矛
盾
・
不
合
理
を
一
挙
に
立
法
的
に
解
決
す
べ
く
、
従
来
の
多
様
で
混
乱
し
た
国
家
責
任

制
度
に
代
え
、
統
一
的
な
体
系
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
国
家
責
任
と
行
政
上
の
権
利
保
護
と
の
調
和
的
関
係
の
実
現
を
意
図
し
た
法
律
の
制

定
、
及
び
、
そ
れ
に
伴
な
う
基
本
法
の
改
正
を
準
備
中
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
機
運
は
古
く
、
す
で
に
一
九
五
五
年
の
第
四
一
回
ド

(5) 

イ
ツ
法
律
家
会
議
(
ロ
』
斗
)
は
、
国
の
損
害
賠
償
義
務
に
関
す
る
基
本
法
三
四
条
、
民
法
八
三
九
条
が
再
検
討
す
べ
き
必
要
の
あ
る
こ
と

を
確
認
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、

ドイツにおける国の無過失責任論

一
九
六
八
年
の
第
四
七
回
ド
イ
ツ
法
律
家
会
議
で
は
、
テ
ー
マ
は
主
と
し
て
結
果
除
去
、
結
果
補
償
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
公
法
部
会
は
、
国
家
責
任
の
様
々
な
領
域
を
相
互
に
、
そ
し
て
現
在
の
権
利
保
護
規
定
と
調
和
す
る
包
括
的
な

連
邦
法
を
制
定
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
連
邦
政
府
は
、
直
接
に
は
こ
の
提
案
に
促
さ
れ
、

一
九
七

O
年
、
そ
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た

一
九
七
三
年
審
議
を
終
え
て
そ
の
結
果
を
要
約
し
、
同
年
一

O
月
九
日
、
連
邦
司
法
大
臣
・
内
務
大
臣
の
連
名
で
、
「
国
家
責
任
法
及
び
基
本
法
改
正
の
理
由
書
っ
き
草
案
」
(
以
下
「
委
員
会
草
案
」

独
立
専
門
委
員
会
に
包
括
的
な
立
法
作
業
の
準
備
を
委
託
、
同
委
員
会
は
、

と
略
)
と
し
て
公
表
し
た
。
委
員
会
草
案
の
公
表
後
、
各
方
面
か
ら
の
意
見
を
徴
し
、
こ
れ
に
寄
せ
ら
れ
た
声
を
参
考
に
し
て
、

六
年
、
「
報
告
者
草
案
」
が
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

一
九
七

』
れ
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、

最
終
的
に
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
「
国
家
責

北法31(1・109)109



説

任
法
草
案
」
(
以
下
「
政
府
草
案
」
と
略
)
t土

一
九
七
八
年
五
月
二
六
日
、
基
本
法
七
六
条
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
邦
首
相
よ
り
連

邦
参
議
院
(
切

E
骨
曲
目
。
議
長
あ
て
に
提
出
さ
れ
た
。
連
邦
参
議
院
で
の
審
議
の
後
、

同
草
案
は
、

現
在
、

連
邦
議
会
(
回

g骨
mgm)

論

で
審
議
中
で
あ
る

(
一
九
七
九
年
九
月
現
在
)

0

草
案
に
も
ら
れ
た
改
革
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
国
家
責
任
法
の
あ
り
方
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
同
草
案
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
職
務
責
任
が
前
提
と
す
る
、
職
務
執
行
者
の
個
人
的
な
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
い
た

代
位
責
任
的
構
成
を
根
本
的
に
改
め
、

さ
ら
に
、
過
失
責
任
主
義
を
明
文
上
放
棄
し
た
点
で
、

ま
さ
に
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
。
そ
し

て
ま
た
、
新
た
な
国
家
責
任
の
観
念
を
根
底
か
ら
支
え
、
過
失
責
任
主
義
の
放
棄
を
理
論
上
可
能
に
し
た
の
は
、
憲
法
上
の
法
治
国
家
の

原
理
で
あ
っ
た
。
法
治
国
家
の
原
理
は
、
す
で
に
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
時
代
に
も
、
違
法
・
無
過
失
の
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
国
の
責

任
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
学
説
上
一
部
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
国
家
責
任
を
根
拠
づ
け
る
基
礎
理
論
と
し
て
、
全

面
的
に
法
治
国
家
の
原
理
か
ら
演
緯
す
る
試
み
は
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
回
の
国
家
責
任
法
の
改

卒
は
、
国
家
責
任
を
法
治
国
家
制
の
憲
法
原
則
に
お
け
る
特
別
な
刻
印
と
理
解
し
、
新
た
な
国
家
責
任
の
思
想
を
憲
法
上
の
制
度
と
し
て

保
障
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
治
国
家
制
に
よ
る
国
家
責
任
の
根
拠
づ
け
は
、
今
ま
で
に
も
充
分
な
理
論
的

深
化
の
過
程
を
経
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
、
過
失
責
任
主
義
放
棄
の
不
徹
底
、
責
任
成
立
要
件
の
特
殊
性
に
至
り
う
る
安
易
な
妥
協
的

論
拠
を
提
供
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

四

本
節
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
無
過
失
責
任
論
展
開
の
締
括
り
と
し
て
、
こ
の
国
家
責
任
法
草
案
を
素
材
に
し
、
過
失
責
任
主
義
放

棄
の
理
論
的
・
政
策
的
・
実
際
的
背
景
、
な
か
ん
ず
く
、
新
た
な
国
家
責
任
の
内
容
を
直
接
規
定
し
た
法
治
国
家
の
原
理
の
意
義
・
性
格
・

限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
に
、
国
家
責
任
法
草
案
の
内
容
と
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
、
改
革
を
余
儀
な
く

し
、
新
た
に
国
家
責
任
法
を
制
定
す
る
動
機
と
な
っ
た
現
行
制
度
の
欠
陥
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

北法31(1・110)110



ドイツにおける国の無過失責任論 (日

(
1
)

「
国
家
責
任
」

(
ω
g
R肋
宮
町
宮
口
問
)
の
語
は
、
最
狭
義
に
は
、
職
務
責
任
(
公
権
的
な
職
務
義
務
違
反
に
対
す
る
賠
償
責
任
〉
の
み
を
指
し
、
狭
義
に
は

そ
れ
に
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
有
過
失
・
無
過
失
の
違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
責
任
ハ
特
に
、
収
用
類
似
・
犠
牲
類
似
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補

償
、
結
果
除
去
)
を
含
め
、
広
義
に
は
、
さ
ら
に
、
公
法
上
の
債
務
関
係
に
基
づ
く
責
任
や
適
法
な
侵
害
(
収
用
・
犠
牲
)
に
対
す
る
責
任
を
も
含
め
て

理
解
さ
れ
て
い
る
。
後
述
の
国
家
責
任
法
草
案
は
、
狭
義
の
国
家
責
任
を
規
律
の
対
象
に
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
、
一
般
に
「
国
家
責
任
」
と
い
う
と

き
は
、
狭
義
の
意
味
で
用
い
る
。

(
2
)
〈

2
Y目
白
色
ロ
ロ
開
ゆ
ロ

ι
2
凸
・
ロ
]
叶
H
A
W

日
夕
同
W

《r
r
]「・ロ
7
・
m
w
-
N
g
R・

(

3

)

切

g
n
E
C
B
L
O
H
O
-
Fロ乙
F
n
r
B。
z
-
r
r
oロ
〉

zo--c口問

ι
E
A匹、吋・

u
o
g
m
n
y
E
M
]
g
ユ22Mgmom-
〈

2
Y
E
M《
出
口
口
問
。
ロ
仏

2
品、吋・

0
』吋]戸也市山市山十∞門戸

ロ・

ω
-
F
H品印・

(

4

)

同耐え
CH白
色
町
凹

ω
g
m同ω}grEロ
m
R
2
Y
F
開
口
同
君
田
氏
。
包
ロ
2
ω
g
m片
ωrm弘同己口問
ω間
2
2
N
m
m
ロ
ロ
品
巳

E
2
0
2ロ仏関
2
2
N間
口
品
。
同
ロ
ロ
m
E
X
切

om円ロロ
ι・

EMmゆロ
1
同内

0
8
5
2
2
0回目
σ
2片目見
l・
5
4
ω
H関岡山
l伊
国
。

こ
の
草
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
わ
が
国
で
も
二
、
三
の
紹
介
が
あ
る
。
た
〉
一
え
ば
、
西
い
畳
一
章
「
西
ド
イ
ツ
国
家
責
任
法
草
案
に
つ
い
て
」
(
東

邦
大
学
教
養
紀
要
七
号
同
五
頁
以
下
、
阿
部
泰
隆
「
ダ
ク
ト
グ
ロ
ウ
・
西
ド
イ
ツ
国
家
責
任
法
の
改
革
に
つ
い
て
」
(
自
治
研
究
五
一
巻
七
号
三
頁
以

下
)
、
等
。

ハ
5
)
同耐え

2
5
ι
2
3
g
g
}
g
p
d口
開
回
目

n
y
g・
0
2
2
N
N
S
〉
ロ
LOZHM岡
弘

2
0
2ロ仏師
2
2
N
E
ω
g
E
g
r
m
h
H
C
M
M
m
M同
B
E
N
-
i
M
N町出。円。
EOHMgMH耳目同町内
1
・

同由、吋品
H
岡山何
lω
同甲山の

(

6

)

。
2
2
N
Oロ
ゴ
司
己
広
仏
2
回
ロ
ロ
島
内
田
円
四
四
一
四
円
ロ
ロ
m-
肘
ロ
フ
司
口
円
間
企
ロ
2
ω
S
2曲目凶位向宮口問問問
2
2
N
O
m
-
-由叶∞
H
何
lω
同甲山。

(

7

)

連
邦
参
議
院
で
は
、
委
員
会
で
の
詳
細
な
審
議
の
後
、
満
場
一
致
で
、
現
行
国
家
責
任
法
が
不
十
分
で
責
任
概
念
も
不
明
縫
な
の
で
改
革
が
必
要
で
あ

り
、
国
家
責
伝
法
の
統
一
化
と
調
和
が
、
法
的
明
確
性
及
び
法
的
安
定
性
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
と
の
見
解
に
達
し
て
い
る
。

第
二
款

立
法
の
動
機
|
現
行
制
度
の
欠
陥
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現
在
、
西
ド
イ
ツ
国
家
責
任
制
度
の
一
つ
の
柱
と
さ
れ
て
い
る
職
務
責
任
は
、
公
権
力
を
行
使
す
る
職
務
執
行
者
が
、
故
意
・
過

失
に
よ
っ
て
そ
の
職
務
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
、

依
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る

国
が
、

(
基
本



説

法
三
四
条
、

民
法
人
三
九
条
)
。

す
な
わ
ち
、

国
の
賠
償
義
務
は
、

民
法
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
職
務
執
行
者
の
個
人
的
な
自
己
責
任

白
石

g
S
E
E当
O
H
E
n
F
}内

Z
L
g
〉
ヨ
仲
間
毛
色
丹
巾
門
田
)
に
依
拠
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
。
職
務
責
任
は
、
国
が
こ
の
職
務
執
行
者
の

論

個
人
的
不
法
行
為
責
任
を
自
ら
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
職
務
執
行
者
を
こ
の
責
任
か
ら
解
放
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
代
位
責
任
的
構
成
を
と
る
こ
の
伝
統
的
な
国
家
責
任
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
、
国
の
責
任
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
個
人
的
責
任
に
付
着

し
た
い
く
つ
か
の
制
約
を
免
れ
な
か
っ
た
。
第
一
に
、
職
務
責
任
が
個
人
的
責
任
に
立
脚
し
た
結
果
、
固
に
転
嫁
せ
ら
れ
る
責
任
は
、
責

任
を
根
拠
づ
け
る
要
件
と
し
て
個
人
的
な
過
失
の
存
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
現
代
の
よ
う
に
、
非
常
に
細
分
化
さ
れ
た
労
働

分
担
、
機
能
分
担
の
体
制
を
と
る
行
政
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、
被
害
者
に
違
法
性
の
ほ
か
に
加
害
公
務
員
の
過
失
を
立
証
さ
せ
る
こ
と
は
、

非
常
に
難
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
第
二
に
、
職
務
責
任
請
求
権
は
原
則
に
よ
っ
て
金
銭
賠
償
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
、
通
常
は
、

職
務
作
用
の
着
手
が
必
要
な
場
合
で
も
、
そ
の
意
味
で
の
自
然
回
復

(
Z
2
5巳
2
2
5
E
oロ
)
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
何
故
な
ら
、

職
務
執
行
者
が
権
限
外
の
行
為
を
す
る
と
き
は
、
彼
は
私
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
私
人
の
資
格
で
は
決
し
て
自
ら
職
務
作
用
を

も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
故
に
、
国
も
ま
た
職
務
執
行
者
に
生
じ
た
金
銭
賠
償
義
務
の
み
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
第
三
に
、
民
法
人
三
九
条
一
項
二
段
の
い
わ
ゆ
る
指
示
特
権
(
〈
向
者
包

E
ロ
官
官
主
]
招
被
害
者
に
対
し
全
て
の
賠
償
の
可
能
性
を
指

示
し
、

そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
責
任
を
負
う
)

は
、
も
と
も
と
個
人
責
任
の
下
で
、
職
務
執
行
者
の
決
断
の
欣
然
性
を
担
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
が
職
務
執
行
者
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
以
来
、
こ
の
規
定
は
そ
の
本
来
の
意
義
を

失
な
っ
て
し
ま
い
、
専
ら
国
の
財
政
的
利
益
に
の
み
奉
仕
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
第
四
に
、

一
九
世
紀
以
来
の
国
と
官
吏
の
内
部
的

な
委
任
契
約
を
出
発
点
と
す
る
職
務
責
任
は
、
職
務
執
行
者
と
国
の
内
部
関
係
に
存
す
る
「
職
務
義
務
違
反
」
(
〉

B
Z
E
W
E
d
-門

E
m
E
X
)

を
そ
の
要
件
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
職
務
義
務
違
反
は
時
と
し
て
矛
盾
し
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
た
と
え
ば
、
市
町
村
職
員
の
公
権

力
の
行
使
が
、
国
の
監
督
官
庁
の
拘
束
力
あ
る
指
示
に
従
っ
て

(
し
た
が
っ
て
職
務
義
務
に
反
す
る
こ
と
な
く
)
行
な
わ
れ
た
場
合
、
少
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く
と
も
市
町
村
に
職
務
責
任
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
逆
に
、
職
務
義
務
に
反
し
て
行
な
わ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、
処
分
自
体
に
客
観
的

な
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
行
為
が
適
法
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
職
務
責
任
が
認
め
ら
れ
る
結
果
に
な
る
。

収
用
類
似
の
侵
害
の
制
度
は
、
公
権
力
に
よ
る
財
産
権
の
違
法
な
侵
害
に
お
い
て
は
、
違
法
な
侵
害
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
公

権

力

の

主

体

が

、

直

接

・

第

一

義

的

に

被

害

者

に

対

し

責

任

を

負

う

と

す

る

補
償
理
論
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
職
務
責
任
の
制
度
と
は
全
く
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。
こ
の
制
度
が
、
職
務
責
任
制
度
の
不
備
を
カ
バ

ー
し
、
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
に
つ
い
て
も
、
広
く
被
害
者
に
一
般
的
に
救
済
の
途
を
拡
げ
た
こ
と
の
意
義
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
収
用
類
似
の
侵
害
が
、
基
本
法
一
四
条
を
中
心
と
し
た
補
償
理
論
の
上
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
結
果
、

過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
(
後
に
は
過
失
あ
る
場
合
に
も
)
、

つ
ぎ
に
み
る
よ
う

な
、
補
償
理
論
に
固
有
の
問
題
点
を
そ
の
ま
ま
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
適
法
な
侵
害
の
場
合
に
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

ドイツにおける国の無過失責任論 (日

収
用
類
似
の
侵
害
は
、
基
本
法
一
四
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
の
み
問
題
と
な
り
、
し
か
も
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ

る
「
財
産
権
」
な
い
し
そ
れ
に
類
似
の
法
的
地
位
の
範
囲
を
画
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
判
例
は
、
当
初
、
収

用
類
似
の
侵
害
と
い
い
う
る
た
め
に
は
侵
害
行
為
が
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
(
目
的
性
の
要
件
)
と
し
て
き
た
が
、
後

に
こ
の
見
解
を
棄
て
、
こ
の
要
件
に
替
え
て
、
侵
害
行
為
の
「
直
接
性
」
君
ロ

B
E
E
r岳
)
を
要
求
す
る
に
い
た
つ
だ
。
し
か
し
、

こ
の
「
直
接
性
」
に
つ
い
て
判
例
は
明
確
な
基
準
を
う
ち
出
し
て
お
ら
ず
、
法
的
安
定
性
を
害
す
る
。
第
三
に
、
行
政
庁
の
不
作
為
に
よ

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
「
取
り
あ
げ
た
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
の
理
由
で
、

る
財
産
的
損
害
は
、

は
補
償
さ
れ
な
い
。
第
四
に
、
違
法
に
課
さ
れ
た
公
法
上
の
義
務
、
あ
る
い
は
違
法
な
執
行
処
分
に
対
し
て
は
補
償
は
認
め
ら
れ
な
い
。

収
用
類
似
の
侵
害
に
よ
っ
て
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第
五
に
、
損
失
補
償
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
判
例
は
、
原
則
的
に
そ
の
収
用
的
快
格
を
維
持
し
て
お
り
、
具
体
的
な
価
値
の
喪
失
分
の
み

の
相
当
な
補
償
が
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
得
ベ
か
り
し
利
益
は
補
償
さ
れ
な
い
。

収
用
類
似
の
侵
害
に
基
づ
く
責
任
の
一
側
面
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、

一
定
の
非
財
産
的
な
権
利
(
生
命
・
健
康



説

身
体
的
不
可
侵
・
個
人
的
活
動
の
白
凶
)

の
違
法
な
侵
害
に
よ
る
犠
牲
を
補
償
す
べ
き
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
犠
牲
類
似
の
俣
宝
己
の
制

度
を
発
展
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
専
ら
、
侵
害
さ
れ
る
対
象
に
よ
っ
て
の
み
収
用
類
似
の
侵
害
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
、

し
た
が
っ
て
収
用

論

類
似
の
侵
害
に
み
ら
れ
る
欠
陥
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
制
度
に
固
有
の
問
題
点
と
し
て
は
、
職
務
責
任
と
は
異
な

り
、
特
別
の
規
定
の
な
い
か
ぎ
り
、
判
例
は
、
無
形
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
に
お
い
て
も
、
生
じ
た
財
産
的
損
害
の
み
を
補
償
し
、
蒙
っ

た
精
神
的
損
害
に
対
し
て
は
補
償
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
範
囲
が
基
本
法
二
条
二
項
に
定
め
る
保
護
領
域

に
限
ら
れ
る
こ
と
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

最
初
は
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
後
に
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
公
法
上
の
結
果
除
去
の
法
制
度
は
、

違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
権
利
侵
害
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
侵
害
以
前
に
存
在
し
た
事
実
状
態
の
回
復
を
求
め
る
請
求
権
を
保

証
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
請
求
権
は
、
行
政
裁
判
所
で
主
張
さ
れ
る
直
接
的
な
請
求
権
で
、
職
務
執
行
者
の
過
失
の
有
無
に
依
存
し
な

ぃ
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
も
不
明
確
な
「
直
接
性
」
の
概
念
が
請
求
権
の
要
件
に
一
定
の
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、

判
例
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
に
過
失
あ
る
共
同
寄
与
が
相
当
程
度
考
慮
さ
れ
る
と
き
に
は
、
結
果
除
去
請
求
権
は
認
め
ら
れ
な
い
。

五

国
家
責
任
の
各
制
度
が
相
互
に
無
関
係
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
制
度
聞
に
矛
盾
・
不
統
一
を
生
じ
、

そ
の
こ
と

が
国
家
責
任
体
系
の
一
貫
性
を
失
な
わ
せ
、
制
度
を
全
体
と
し
て
複
雑
に
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う

に
、
責
任
の
性
質
と
そ
れ
に
伴
な
う
過
失
の
果
た
す
役
割
が
一
定
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
職
務
責
任
は
代
位
責
任
的
構
成
で
あ
り
、
法

律
も
過
失
責
任
主
義
を
採
る
の
に
対
し
、
残
り
の
三
制
度
は
国
の
自
己
責
任
的
構
成
で
あ
り
、
無
過
失
責
任
と
し
て
の
判
例
法
上
の
発
展

を
み
て
き
た
。
ま
た
、
被
害
者
自
ら
が
損
害
回
避
の
た
め
の
法
的
手
段
を
講
ず
る
こ
と
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
職
務
責
任
、
結
果
除
去
は

認
め
ら
れ
な
い
が
、
残
り
の
請
求
権
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
職
務
責
任
請
求
に
お
い
て
は
、
責
任
あ
る
職
務
執
行
者
に

職
務
を
委
託
し
た
法
主
体
が
給
付
義
務
を
負
う
(
し
た
が
っ
て
被
告
適
格
を
有
す
る
)

の
に
対
し
、
残
り
の
請
求
権
に
お
い
て
は
、
直
接
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利
益
を
受
け
る
公
権
力
の
主
体
が
給
付
義
務
を
負
う
。
し
か
し
、
制
度
聞
の
不
調
和
を
示
す
決
定
的
な
点
は
、
訴
訟
の
分
裂
で
あ
る
。
現

在
、
基
本
法
一
四
条
三
項
、
三
四
条
三
段
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
用
収
用
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
と
職
務
責
任
請
求
権
に
つ
き
、
通
常
裁

判
所
の
管
轄
権
を
指
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
裁
判
所
法
四

O
条
二
項
は
、
犠
牲
補
償
請
求
権
に
つ
き
、

や
は
り
通
常
裁
判
所
の
管
轄

指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
違
法
な
行
政
行
為
の
取
消
訴
訟
や
結
果
除
去
詰
求
権
は
行
政
裁
判
所
で
主
張
さ
れ
、
残
り
の
請
求

権
は
通
常
裁
判
所
で
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
同
一
の
行
政
行
為
に
関
す
る
二
つ
の
訴
訟
が
別
々
の
裁
判
管
轄
に
属
し
、
両
者
は
一
括

審
理
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
訴
訟
の
複
線
性
に
よ
っ
て
、
被
害
者
に
訴
訟
遅
延
、
出
費
の
増
大
、
判
決
の
矛
盾
と
い
っ
た
負
担
が
課

せ
ら
れ
、
権
利
救
済
制
度
の
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(5) 

(

1

)

切
の
出
Nωι
・
活

(Hog-

(

2

)

同
開

tgzoω
・
ω
∞
・
判
例
・
学
説
は
と
も
に
こ
の
規
定
が
す
で
に
時
代
遅
れ
だ
と
み
て
い
る
。

ωnyozロ
2
・
H
ν
E
E
O
B
O
仏
2
2
8
H
Z口
町
内
川
口
∞
円
r国《同開ロ
ωrえ
Z
口
問
ロ
山
口
『
仏
αCHmnygHFMN2rF
ロ
O
〈
呂
田
.ω
・日仏∞・

(
3
)
切
の
E

Z
』巧

SE-ω
・
5
N
U・
こ
こ
で
は
、
判
例
は
損
害
賠
償
の
請
求
を
拒
絶
し
た
。

(

4

)

た
と
え
ば
、
「
逆
に
、
撤
回
留
保
の
下
で
自
由
裁
量
で
与
え
ら
れ
た
許
可
の
撤
回
(
た
と
え
ば
地
下
水
の
汲
み
上
げ
に
関
す
る
水
道
法
七
条
に
よ
る
許

可
)
は
、
そ
れ
が
た
と
え
ば
水
道
法
上
の
上
級
行
政
庁
の
監
督
的
な
指
示
に
反
し
て
い
る
場
合
に
は
、
職
務
義
務
違
反
と
な
り
う
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
客

観
的
な
動
機
づ
け
が
あ
る
場
合
に
は
適
法
で
あ
る
」
(
∞
g
ι
2・
ω
Sえ
凹
宮
町
Z
口
問
問
R
Z
e
日
・
〉
口
出
-
H申
2
4
ω
-
H∞C
)
・

(

5

)

本
稿
伺
北
大
法
学
論
集
二
六
巻
二
号
二
二
一
一
民
参
照
。

(

6

)

切
の
E
N
P
巴
(
印
斗
)
一
切
の
E
N
N
ω
・
Nω
印
(
日
仏
C
)
一
回
。
E

Z
』巧

H
8
0・∞

-sr
切
の
国

Nω
ゲ

ド

(

7

)

明
示
的
に
は
、
切
の
出

Nω
叶

喝

な

(

品

叶

)

(
8
)
判
例
で
は
、
正
し
く
設
置
さ
れ
管
理
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
故
障
し
て
い
た
信
号
機
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
交
通
事
故
は
、
信
号
機
が

「
直
接
」
原
因
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
、
損
害
を
ひ
き
お
こ
す
危
険
状
態
を
作
り
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
の
理
由
で
、
損
失
補
償
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。
切
の
国
N
E
-
u
ω
N
-

し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
学
説
の
批
判
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
回
己
ア
ロ
O
〈

Hミゲ

ω
・
ω。印

R
U
0
8
0ロ・

ドイツにおける国の無過失責任論
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説

E
E
-
r
ω
S
J
F
ω
・
印
叶
日
向
・
山
切

2
m
m
p
〈
2

印
刷

N
S叶
M
-
ω
4
5
R・

(

9

)

し
か
し
、
不
作
為
に
よ
っ
て
、
基
本
法
で
保
護
さ
れ
た
財
産
権
の
利
用
権
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
補
償
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
も
の

に
、
∞
の
出

NωN.
日。∞

(MMH)
一
切
の
出
口
〈
∞

-Hmv斗
ゲ

ω・
hHArp

(
凶
〉
詳
し
く
は
、
本
稿
伺
北
大
法
学
論
集
二
八
巻
三
号
四
三
六
頁
以
下
参
照
。

ハ
ロ
)
た
と
え
ば
、
刑
事
補
償
法
(
の

2
2
N
包
括
円

L
E
何
ロ
宮
岳
山
岳
町
ロ
ロ
田
岡
田
円

ω可
え
2
氏
。
一
関
口
口

m
m
g
m
a
E
Y
B
Oロ
〈
・
∞
・

ω・
H

由
吋
同
)
の
如
き
。

(
ロ
)
切
の

E
N
A日夕日由。・

(
日
)
た
と
え
ば
、
児
童
が
違
法
に
高
学
年
に
進
級
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
採
用
許
可
が
違
法
に
拒
絶
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
損
失
補
償
請
求
権
は
考
慮
さ

れ
な
い
。
関
H
W
i
g
出
。

ω・品仏・

(
リ
凶
〉
本
稿
帥
北
大
法
学
論
集
二
八
巻
三
号
四
五
七
頁
以
下
。

(
日
)
切
〈

2
耳
の
り
O
〈

H
S
r
ω
・∞

ω叶
(
∞
巴
)
・

(
日
目
〉
切
の
E
N
印
ω・
日
ロ
・

ハ
ロ
)
憲
法
上
、
法
律
上
の
管
轄
指
定
鋭
定
の
歴
史
的
・
笑
際
的
沿
革
及
び
そ
の
問
題
点
に
つ
レ
て
は
、
拙
稿
「
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
一
般
概
括

主
義
と
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
付

ω」
(
北
大
法
学
論
集
一
八
巻
三
号
、
間
口
乃
〉
参
照
。

論

第
三
款

国
家
責
任
の
根
拠
づ
け
と
そ
の
性
栴

(1) 

法
治
国
家
的
国
家
責
任
論

試
行
錯
誤
の
末
、
最
終
的
に
国
家
責
任
法
政
府
草
案
に
ま
と
め
ら
れ
た
立
法
の
作
業
は
、
結
局
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
制

度
固
有
・
制
度
相
互
間
に
存
す
る
矛
盾
・
不
合
理
を
解
消
し
、
こ
れ
ら
を
一
個
の
完
結
し
た
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
統
一
的
な
金
銭

賠
償
な
い
し
適
法
な
状
態
の
回
復
を
求
め
る
、
全
体
と
し
て
権
利
保
護
体
系
上
調
和
の
と
れ
た
国
家
責
任
法
の
中
に
統
合
す
る
こ
と
を
意

図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
本
的
な
骨
子
は
、
委
員
会
報
告
書
の
中
で
一
万
さ
れ
た
四
つ
の
基
本
決
定
、
す
な
わ
ち
、
山
過
失
責
任
か
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ら
不
法
責
任
ヘ
、
凶
金
銭
賠
償
の
個
別
的
算
定
、
間
公
権
的
不
法
に
対
し
て
の
み
の
責
任
、
凶
裁
判
管
轄
権
の
統
一
化
、
に
ほ
ぼ
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
法
の
改
正
を
伴
な
っ
た
こ
の
国
家
責
任
法
の
改
革
に
お
い
て
際
立
っ
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
は
、
国

家
責
任
を
ト
ー
タ
ル
に
根
拠
づ
け
、
国
家
責
任
法
を
根
底
で
支
え
る
指
導
原
理
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
が
、
憲
法
上
の
法
治
国
家
の
原
理

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
草
案
に
お
け
る
独
自
の
国
家
責
任
観
を
構
成
し
、
最
も
中
心
的
な
改
革
点
で
あ
る
過
失
責
任
主

義
の
放
棄
も
、
こ
の
国
家
責
任
観
に
そ
の
理
論
的
基
礎
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

法
治
国
家
の
原
理
に
よ
る
国
家
責
任
と
は
、

旧
の
方
法
に
よ
っ
て
治
癒
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
、

全
て
の
国
家
権
力
の
行
使
は
憲
法
秩
序
に
、

一
口
に
し
て
い
え
ば
、
「
虫
損
さ
れ
た
法
治
国
家
制

(
m
R
Z
S
S丘団
-wrr色
丹
)
を
復

い
ま
少
し
敷
街
し
て
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち

l
i

執
行
権
・
司
法
権
は
法
律
と
法
に
拘
束
さ
れ
る

(
基
本
法
二

O
条
コ
一
項
)
0

こ
の
拘
束
の
中

に
表
現
さ
れ
た
法
治
国
家
の
原
理
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
お
い
て
、
行
使
さ
れ
た
公
権
力
の
行
使
の
適
法
性
に
関
す
る
裁
判
所
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
違
法
に
行
使
さ
れ
た
公
権
力
を
取
消
す
こ
と
の
み
に

ドイツにおける国の無過失責任論岡

よ
っ
て
は
、
国
民
の
権
利
保
護
、
法
治
国
家
の
原
理
の
保
障
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
。
単
に
適
法
な
状
態
の
実
現
に
よ
っ
て
は
除
去

し
え
な
い
損
害
を
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
法
治
国
家
の
原
理
は
、
損
害
補
填
の
方
決
で
、
適
法
な
状
態
に
で
き
る
だ
け
近
づ
け
さ
せ
る
こ
と

を
要
求
す
る
ー
ー
と
い
う
の
で
あ
る
o

し
か
も
、
こ
の
国
家
責
任
法
の
改
革
に
よ
っ
て
、
従
来
の
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
二
二
一
条
、
基
本
法

三
四
条
が
、

公
権
力
を
委
託
さ
れ
た
職
務
執
行
者
の
法
律
上
根
拠
づ
け
ら
れ
た
個
人
的
な
責
任
を
単
に
国
が
引
き
受
け
る
こ
と
を
保
障
す

る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
の
違
法
な
権
力
行
使
に
よ
っ
て
蒙
っ
た
損
害
回
復
を
法
治
同
家
的
な
義
務
と
し
て
、
憲
法
上
の
原
則
に
ま

で
高
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
国
家
責
任
の
種
類
・
要
件
・
範
囲
と
い
っ
た
本
質
的
な
部
分
を
憲
法
自
体
が
定
め
、
立
法
者
が
個
別

い
わ
ば
憲
法
制
度
的
に
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
の
中
で
制
限
・
修
正
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
、

し
か
し
て
、
法
治
国
家
原
理
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
国
家
責
任
は
、
本
質
上
つ
ぎ
の
よ
う
な
原
則
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
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説

た
も
の
と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
法
治
主
義
が
国
家
権
力
の
行
使
に
対
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
責
任
も
、
公
権
力
の
主
体

と
し
て
の
国
の
直
接
的
責
任
(
己
ロ
B
X
5
5日開

ω
S主
任
問
問
苫
ロ
ぬ
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
請
求
権
の
要
件
上
、
個
人
的
・

三L>.
百阿

民
法
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
職
務
執
行
者
の
自
己
責
任
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
。
第
二
に
、
義
務
に
違
反
し
た
職
務
行
使
の
加
害
的
結

果
に
対
す
る
職
務
執
行
者
の
個
人
的
な
外
部
責
任
は
も
は
や
行
な
わ
れ
ず
、
国
の
み
が
責
任
を
持
つ
排
他
的
な
責
任
(
〉

5
2
E
5
2
-
n
z

ω円白血仲田}戸田比一昨己ロぬ)

で
あ
る
。

第
三
に
、

も
は
や
単
に
不
足
を
補
う
責
任
で
は
な
く
、

国
の
本
来
的
な
責
任

(
司
巳
日
即
日

国
の
責
任
は
、

ω
S曲
仲
田
宮
内
宮
口
ぬ
)
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
国
家
責
任
は
、
八
ム
権
力
の
主
体
が
法
治
国
家
と
し
て
個
人
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
公
法
上

の
義
務
違
反
に
対
す
る
責
任

(
ω
g
a岳
民

Z
ロ
何
回

Z
E
-
W
E
i
r
-
m宮
町
岳
民
吉
ロ
ぬ
)
で
あ
り
、
職
務
執
行
者
の
主
観
的
な
非
難
可
能
な
行

為
に
も
は
や
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
法
治
国
家
的
国
家
責
任
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
基
づ
く
公

権
力
の
行
使
の
適
法
性
に
関
す
る
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
第
一
次
的
権
利
保
護
司
江
B
腎
2
H
N
2
E
Z各
三
N
)

だ
と
す
れ
ば
、

い
わ
ば

そ
れ
を
補
完
す
る
第
二
次
的
権
利
保
護

(ω
芹

E
&円
R
m
R
Z回目白
F
E
N
)

と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
両
者
相
侠
っ
て
法
治
国
家
制
の
強
化

を
図
る
こ
と
が
こ
こ
で
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

四

公
権
力
の
違
法
な
行
使
に
対
す
る
国
の
責
任
を
法
治
国
家
の
原
理
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
、
過
去
の
学
説
の

中
に
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
ワ
イ
マ

l

ル
憲
法
の
下
で
、

フ
ル
ラ

l

(明
口
一
門
戸
開
同
1
)

、

(
、

H
，
R
r同
日
内
田
口
『
)

チ
ャ
ク
シ
ュ

当
時
憲
法
上
空
白
部
分
だ
と
さ
れ
た
違
法
か
つ
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
国
の
損
失
補
償
義
務
を
、
「
法
治
国
家
の
必
然
的
な
相

関
概
念
」
と
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
説
は
、
法
治
国
家
に
か
か
る
要
請
を
見
出
す
こ
と
は
誤
り
だ
と
し
て
、
当
時
の
ワ
イ
マ

ら
は
、

ー
ル
学
派
、
殊
に
、

カ
ッ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
(
内
田
件
目
ロ
凹
Z
S
)
ら
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
の
で
あ

シ
ュ
テ
ッ
タ

l
(
ω
S
L仲21)
、

っ
た
。
ボ
ン
基
本
法
の
下
に
お
い
て
も
、

類
似
の
見
解
は
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
犠
牲
補
償
請
求
権
を
、

(
適
法
な
)
行
政
活
動
の

意
図
さ
れ
な
い
結
果
及
び
生
命
・
自
由
・
健
康
に
対
す
る
適
法
な
侵
害
に
つ
い
て
認
め
る
ヤ
ン
セ
ン

2
8
8
8
)
は
、
違
法
・
無
過
失
の
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侵
害
に
対
す
る
凶
の
損
失
焔
償
義
務
を
、

一
九
条
四
項
、

し
て
定
め
る
社
会
的
法
治
国
家
に
関
す
る
考
慮
」
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
同
家
責
任
の
拡
大
化
の
現
象
な
い
し
そ
の
動
機

づ
け
を
法
治
国
家
の
原
理
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
見
解
も
い
く
つ
か
存
在
し
た
。
し
か
し
、
従
来
、
行
政
の
法
律
適
合
性

の
原
則
な
い
し
は
一
般
的
な
法
治
国
家
の
原
理
は
、
自
由
及
び
財
産
権
に
対
す
る
侵
害
が
法
律
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ

「
基
本
法
が
、

条

項

二

O
条
三
項
、
ニ
八
条
一
一
項
一
段
で
国
家
形
体
と

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
が
害
さ
れ
た
場
合
に
ど
う
す
べ
き
か
に
つ
い
て
ま
で
述
べ
る
も
の
で
は
な

い
、
と
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
り
、
法
治
国
家
的
損
失
補
償
理
論
は
十
分
な
説
得
力
を
持
ち
え
な
か
っ
た
。
こ
の
度
の
画
家
責
任
法
草
案

に
み
ら
れ
る
法
治
国
家
的
国
家
責
任
論
は
、
従
来
の
国
家
責
任
制
度
を
解
体
し
た
上
で
の
提
言
で
あ
り
、
過
去
の
学
説
と
の
連
続
性
は
な

い
が
、
法
治
国
家
の
原
斑
に
新
た
な
意
義
を
付
与
し
、
そ
れ
を
憲
法
的
次
元
で
制
度
的
に
定
着
さ
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
お
い

て
、
法
治
国
家
理
論
お
よ
び
国
家
責
任
原
拠
論
の
上
に
新
た
な
問
題
提
起
を
迫
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

(5) 

ハ
1
V
Hハ何
iω
同国の

ω・
g

(

2

)

如何
lω
丹市自の

ω・
ER--
∞-
H

岳
山
開
lω
同甲山。

ω・
口
町
一

こ
の
法
治
民
家
の
思
想
に
一
一
栄
づ
け
さ
れ
た
同
家
責
任
観
は
、
国

m
g
l
r
n
y
g
〈
c
m
h
f
o
芯

〈

2
5円
E
r
rロロ凹

L
R
H同
2
z
g
g白押印戸内
H
Z
-
s

∞
宮
田
広
}
区
間
同
己
口
問
20nyア
巴
吋
吋
お
よ
び
、
島
内
山
田
・
ロ
芯
〈
巾
門
司
ピ
E
r
yロロ
m
bめ片岡山
o
n
z
g
g三
己
仏
2
F
ヨ
ヨ
g
g
}耳目昨ロロ
mω
円。円
Z
i
N
C
円
河
内
向
。
円
日

仏
め
∞
∞
件
由
主
的
『
阻
止
己
口
問
白
2
7
2
J
ロ
〈
∞

-sa-
∞・

8
叶
『
町
・
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
見
解
が
、
実
際
上
は
草
案
作
成
の
上
に
指
導
的
役
割
を
果
た

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
3
)
河何
lω
仲間向。

ω・
広
一
切
iω
同開向。

ω・
H
斗

(

4

)

基
本
法
三
四
条
は
、
現
在
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
三
四
条
一
項
「
他
の
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
公
法
上
の
義
務

違
反
に
対
す
る
執
行
権
及
び
司
法
権
の
責
任
は
保
証
さ
れ
る
。
故
意
あ
る
い
は
重
大
な
義
務
違
反
あ
る
場
合
に
は
、
求
償
を
さ
ま
た
げ
な
い
。
争
い
あ
る

場
合
に
は
、
出
訴
の
道
が
開
か
れ
る
。
」
同
二
項
「
責
任
の
内
容
・
範
囲
に
関
す
る
詳
細
は
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
要
す
る
連
邦
法
が
定
め
る
よ

(

5

)

河同
1ω
同国の

ω・
H
A
凶
ア
由
印
町
一
開
lω
品闘の

ω・
口
一
〈
c
m己
・
り
ぐ
∞
-ω

∞∞「
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説

(

6

)

本
稿
ハ
門
北
大
法
学
論
集
二
五
巻
一
号
一
一
一
一
頁
以
下
。

(
7〉

M
2
5∞2
f
。
。
円
〉
ロ
明
司

E
口
町
岡
田
口
同

H
W
E
E
Y
E
-間
口
口
問

σ巳
〉
口
町

o-LOHロ
ロ
間
口
口
門
戸
開
ロ

ZH間
ロ
ロ
ロ

m-
∞

-HN印
同
・

(
8
〉
た
と
え
ば
、
聞
ハ

B
F
N
E
B
〈

R
r問
-
5
2
ぐ

Oロ
〉
ロ
向
。

]
u
p
Eロ
間
回
目
ロ
名
門
出

nroロ
ロ
ロ
仏
〉

g
g
r阻
止
ロ
ロ
開
閉
同
ロ
田
司
門
院
ロ
}
戸
。

P
U
C〈
お
印
印

ω・
2
由
山
回
世
田
少

ω可
閉
門
命
日
仏

2
0再
開
口
同

z
n
F
5
n
z
r
n
r
mロ
岡
山
口
神
田
口
『
位
門
出
問
ロ
ロ
岡
田
文

-
r
f
z
p
ω
・
印
甲
山
河
巴
ロ
}
岡
田
吋
内

HF
〈

2
r自
民
出
口
口
問
。
ロ
仏

2
企
-
U
H同
J
H甲
山
凶
印
唱
切
ふ
戸
戸

国

yω
・
日
仏
∞
・

〈

9
)
国内

wnrc戸
〈

2
『
凶
器
ロ
ロ

m
m
Z口
E
・
ぐ

2
唱
色
丹
口
口
問

ω円。
nz.
〈

2
p
r
Bロ
ω8nz.
叶

o--HH・
ω-N2.

論

(2) 

過
失
責
任
主
義
の
放
棄

法
治
国
家
の
原
理
に
基
づ
く
直
接
的
・
排
他
的
・
本
来
的
な
国
の
義
務
違
反
責
任
は
、
国
が
自
ら
負
担
す
る
外
部
的
な
義
務
に
違

反
し
た
自
己
の
不
法
に
対
し
て
負
う
責
任
(
委
員
会
草
案
等
で
は
こ
の
責
任
を
「
不
法
責
任

(
C日
常
宮
与
え
Z
ロ
ぬ
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。
)

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
責
任
は
、
責
任
の
性
質
上
、
職
務
執
行
者
の
過
失
を
も
は
や
前
提
に
し
な
い
。
法
治
国
家
の
原
理
に
よ
っ
て
裏
づ

け
さ
れ
た
国
家
責
任
の
憲
法
上
の
保
証
は
、
職
務
執
行
者
が
有
責
に
行
為
し
た
か
否
か
に
係
り
な
く
、
原
状
回
復
の
方
法
で
、
段
損
さ
れ

た
法
治
国
家
制
の
復
元
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
具
体
的
に
国
家
責
任
法
草
案
が
過
失
責
任
主
義
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
背
景

と
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
理
論
的
・
実
際
的
・
法
政
策
的
理
由
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

職
務
責
任
で
は
過
失
責
任
主
義
が
妥
当
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
近
時
の
判
例
は
、
山
過
失
の
客
観
化
、
凶
過
失
の
推
定
、
間
組
織

過
失

(
O円
m
S
E
E
8
2
2
R
r
z
E
g
)
の
承
認
、
凶
挙
証
責
任
の
軽
減
な
い
し
転
換
、
等
の
方
法
に
よ
り
、
過
失
の
要
件
を
か
な
り
緩
和

し
て
き
て
お
り
、
過
失
の
本
来
果
た
す
べ
き
意
義
が
実
際
上
は
相
当
程
度
相
対
化
な
い
し
減
少
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
判
例
は
、
収
用

類
似
の
侵
害
、
犠
牲
類
似
の
侵
害
お
よ
び
結
果
除
去
の
法
制
度
を
発
展
さ
せ
、

こ
の
分
野
に
国
の
直
接
的
な
無
過
失
責
任
を
定
着
さ
せ
る

に
至
っ
た
。
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ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
、
ギ
リ
シ
ア
、

過
失
を
放
棄
し
、
い
わ
ば
一
種
の
「
違
法
性
責
任
」
を
実
現
し
た
。
他
の
過
失
責
任
主
義
を
採
る
国
々
に
お
い
て
も
、
立
法
な
い
し
は
判

例
に
よ
り
、
過
失
の
相
対
化
あ
る
い
は
純
粋
な
過
失
責
任
か
ら
の
解
放
が
は
か
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ

ア
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
で
は
、
行
政
作
用
の
基
準
と
さ
れ
る
法
規
範
が
十
分
明
白
で
あ
る
の
に
法
違
反
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、

(
凶
}

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
諸
国
は
、

す
で
に
立
法
上
国
家
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の

過
失
の
推
定
が
な
さ
れ
、

ま
た
、
私
人
に
適
用
さ
れ
る
危
険
責
任
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
(
イ
タ
リ
ア
、

イ

お
よ
び
、
特
別
法
の
規
定
に
よ
り
(
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各
州
な
ど
て

責
任
の
法
理
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
失
責
任
か
ら
の
解
放
が
は
か
ら
れ
て
い
る
o

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
責
任
制
度
に
み

ギ
リ
ス
な
ど
て

一
定
の
分
野
に
危
険

ら
れ
る
「
役
務
の
過
失
」

Q
g
g
骨

8
2
W作
)

に
典
型
的
な
よ
う
に
、
過
失
を
個
々
の
公
務
員
の
個
人
的
な
過
失
な
い
し
理
庇
あ
る
行

為
と
し
て
把
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
専
ら
客
観
的
に
欠
陥
の
あ
る
組
織
な
い
し
行
政
の
誤
っ
た
作
用
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
と
歩
調
を
あ
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
お
い
て
、

九
七

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、

(5) 

一
年
以
降
、
職
務
上
の
誤
り
に
対
す
る
共
同
体
の
責
任
に
関
し
、
請
求
権
の
要
件
と
し
て
、
も
は
や
明
示
的
に
過
失
を
あ
げ
て
お
ら
ず
、

純
粋
な
違
法
性
責
任
へ
の
傾
向
を
示
し
て
き
て
い
る
。

ドイツにおける国の無過失責任論

民
法
上
の
損
害
賠
償
責
任
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
過
失
を
放
棄
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、

公
権
力
の
、

そ
れ
に
服
従
す
る
市

四
民
に
対
す
る
事
実
上
・
法
律
上
の
優
位
性

(CZ
ュa
g
Z
F
)
の
故
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
法
上
の
従
属
関
係
に
お
い
て
は
、
通
常
の

私
的
取
引
に
お
け
る
場
合
よ
り
も
市
民
を
よ
り
大
き
な
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
強
く
市
民
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。

北法31(1・121)121

他
方
、
公
権
力
は
、
そ
の
優
位
性
・
支
配
力
・
権
力
の
独
占
の
故
に
、
権
力
行
使
の
適
法
性
に
対
す
る
よ
り
高
め
ら
れ
た
責
任
を
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

過
失
責
任
主
義
の
放
棄
に
よ
っ
て
出
家
責
任
が
際
限
な
く
拡
大
し
、

財
政
支
出
が
著
し
く
増
大
す
る
危
倶
は
な
い
。

そ
の
こ
と

五



説

は
、
す
で
に
今
日
責
任
の
歯
止
め
と
し
て
の
過
失
の
役
割
が
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
。

そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
責
任
の
異
常
な
拡
大
が
抑
制
さ
れ
る
。

諭

ま
ず
第
一
に
、
草
案
自
体
、
か
種
々
の
制
限
規
定
を
設
け
て
お
り
、

ち
、
山
全
て
の
加
害
的
違
法
に
責
任
が
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
国
は
被
害
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
の
違
反
に
対
し
て
の
み
責
任
を

負
う
、
凶
適
正
条
項
(
〉
仏

E
E
R
E
B
B
-
に
よ
り
、
兵
常
に
高
額
の
損
害
賠
償
が
回
避
さ
れ
る
、
間
被
害
者
の
過
失
の
共
同
寄
与
、
共

同
原
因
も
、
賠
償
請
求
権
を
減
少
な
い
し
排
除
し
う
る
、
凶
被
害
者
が
裁
判
所
に
よ
る
権
利
救
済
の
機
会
を
逸
し
た
と
き
に
は
、
責
任
は

生
じ
な
い
、
間
裁
判
所
の
判
決
に
基
づ
く
寅
任
に
つ
い
て
は
、
国
は
故
意
の
場
合
に
の
み
責
任
を
負
い
、
立
法
上
の
不
法
に
つ
い
て
は
、

憲
法
裁
判
所
に
よ
る
不
法
の
確
定
後
、
一
定
期
間
内
に
、
改
正
さ
れ
た
基
本
法
三
四
条
の
保
障
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
責
任
を
制
限
・
排

除
す
る
こ
と
が
で
き
(
勺
剛
改
正
さ
れ
た
基
本
法
三
四
条
の
枠
内
で
は
、
連
邦
立
法
者
は
、
裁
量
に
よ
り
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
っ
た
、
責
任
を
間
限
定
す
る
一
連
の
予
防
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
o

第
二
に
、
財
政
負
担
の
増
大
に
対
す
る
懸
念
に
つ
い
て

す

な

わ

は
、
以
下
の
よ
う
な
資
料
な
い
し
見
通
し
の
下
に
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
も
の
に
止
ま
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。

は
、
す
で
に
立
法
上
無
過
失
責
任
を
導
入
し
た
困
、
殊
に
ス
イ
ス
に
お
け
る
統
計
資
料
で
あ
る
。

ス
イ
ス
連
邦
で
は
、

一
九
六
九
年
か
ら

一
九
七
三
年
に
か
け
て
、
国
家
責
任
に
基
づ
く
財
政
支
出
は
、
平
均
し
て
、
全
支
出
額
の

0
・
0
一
八
%
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

た、

一
九
六
九
年
の
法
律
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
公
務
員
貞
任
か
ら
州
の
違
法
性
責
任
に
移
行
し
た
チ

ス
イ
ス
の
州
に
つ
い
て
み
る
と
、

ベ
ル
ン
(
切
巾
円
ロ
)

一
九
七
二
年
度
で
こ
の
数
値
が
約

0
・
五
%
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
な
お
も
過
失
原
理
を
採
用
し
て
い
る

の

0
・
三
%
と
比
較
し
て
も
、
二
倍
に
も
満
た
な
い
)
。
二
つ
は
、
現
行
制
度
に
基
づ
く
国
家
責
任
支
出
の
実
績
を
基
礎

ュ
l
リ
ッ
ヒ
(
、
H
d
E
m
)
で
は
、

な に
い し
も Tこ
の 財
と政
見 支
込 11:
ん増
での
い 予
るi9iHlj 
O~ で、

あ
り

案
tよ

い
ず
れ
も
、
改
革
に
伴
な
っ
て
生
ず
る
財
政
負
担
増
が
必
ず
し
も
さ
ほ
ど
大
き
く
な
ら

~ ノ、

凶
ド
イ
ツ
に
お
け
る
無
過
失
点
任
主
義
の
導
入
は
、
こ
の
よ
う
に
、
決
し
て
成
突
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
過
失
原
理
か
ら
の
解
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放
は
、
す
で
に
職
務
責
任
に
関
す
る
判
例
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
お
り
、
収
用
類
似
・
犠
牲
類
似
に
関
す
る
判
例
は
、
そ
れ
を
先
取
り
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
諸
外
国
の
実
情
、
財
政
負
担
に
お
け
る
楽
観
的
見
通
し
が
、
外
的
条
件
と
し
て
、
そ
の
立
法
化
を
促

す
要
因
と
な
っ
た
。
草
案
に
お
け
る
無
過
失
責
任
主
義
の
立
法
化
は
、
そ
の
意
味
で
、
い
わ
ば
、
ド
イ
ツ
の
法
発
展
史
の
延
長
線
上
に
あ

る
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

1

)

主
と
し
て
委
員
会
草
案
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
不
法
責
任
」
の
概
念
は
、
や
や
明
確
性
を
欠
く
。
不
法
責
任
は
、
一
方
で
、
力
的
め
ら
れ
た
危
険
に
対

す
る
国
の
一
般
的
な
補
償
義
務
」
で
は
な
い
し
、
ま
た
「
社
会
的
損
失
補
償
法
」
で
も
な
い
(
同
開

1
2図
。

ω・
8
F
)。
し
か
し
、
他
方
、
草
案
で
は
「
原

因
責
任
」
(
〈

2
C円

g
n
y
z口
問

ω
Y白
骨
ロ
ロ
間
)
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
(
穴
開
l
g出
。

ω・
8
ご
、
そ
れ
は
ス
イ
ス
で
の
用
車
問
例
と
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
従

来
、
危
険
責
任
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
技
術
的
な
行
政
上
の
装
置
(
信
号
機
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
)
の
故
障
に
対
す
る
責
任
を
不
法
責
任
に

含
め
て
扱
い
(
草
案
一
条
二
項
)
、
ま
た
、
責
任
成
立
要
件
と
し
て
の
違
法
性
を
、
公
法
上
の
義
務
違
反
と
し
て
い
る
点
で
、
純
粋
な
原
因
責
任
と
も
異

な
る
よ
う
で
あ
る
。

ドイツにおける国の無過失責任論 (日

(
2
)
法
治
国
家
的
同
家
責
任
が
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
原
則
と
し
て
無
過
失
責
任
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
、
委
員
会
草
案
で
も
(
同
開
l
g
z
c
ω
・
5
-
ω
・

ミ
)
、
報
告
者
草
案
で
も

(MNHwtω
同
国
の

ω
・
品
岳
町
・
)
、
か
な
り
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
政
府
草
案
で
の
説
明
で
は
、
「
職
務
執
行
者
が
、

(
職
務
の
執
行
の
際
に
)
注
意
義
務
に
違
反
し
た
か
ど
う
か
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
悶
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
要
求
さ
れ
た

注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
場
合
に
は
責
任
の
回
避
が
可
能
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
過
失
は
責
任
の
要
素
と
し
て
の
そ
の
性
質
に
お
い
て
は
意
義
が
減
少
す

る
。
」
(
傍
点
筆
者
)
と
な
っ
て
お
り
(
何
l
g因
。

ω
-
N品
)
、
こ
の
あ
た
り
に
過
失
の
扱
い
に
関
す
る
微
妙
な
く
い
追
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

〈

3
)
具
体
的
な
加
害
者
の
人
世
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た
一
般
的
・
抽
象
的
な
行
為
期
待
義
務
を
定
立
し
、
客
観
的
な
行
為
基
準
を
設
定
す
る
。
職
務
責
任
の
場
合

に
は
、
理
念
的
な
「
義
務
に
忠
実
な
平
均
的
公
務
員
」
の
行
為
が
過
失
の
基
準
と
さ
れ
る
。
問
。
N
5
E・
2
G
C
U
切
の
出
N
ド

N
S
(
叫に
)
u
h
f
u
s

(ωHω)
一NN-

凶
印
∞

(NGω)・

(

4

)

問
。
N
H
N印
・
∞
印
・

(
5
)
過
失
が
個
別
的
な
具
体
化
さ
れ
た
人
絡
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
装
置
自
体
の
取
抗
あ
る
作
則
と
さ
れ
る
。

(
6
)
い
わ
ゆ
る
匂
ユ
E
P
F
2
0
i
ω
2
2
2
に
関
す
る
規
定
を
ほ
慌
用
し
て
、
行
政
庁
に
釈
明
を
義
務
づ
け
る
。
問
。
N
5
C噌

ω
g
w
∞
の

E

Z
』巧

5

1
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説

ω・
ω由。・

(

7

)

回
ロ
ロ
品
何
回
問
。
閉
め
円

N
即
日
出
円
任
命
〈

2
白
口
同
君
。
ユ
ロ
ロ

rr巴門

Lmw由
回
巴
ロ
《

H
2
8
3
0
日巾

5
2
回
oyo三
2
口一仲間口内凶

L
2
ロ
ロ
品
切

2
5
H
Oロ
〈

-E-
富
山
町

N
S印∞・

(
8
)
C
2
2
N
N
C円
列
。
問
主

E
M
m
ι
2
ω
g
m
w門
会
え

Z
ロ
m
E
L
2
U
U
H
N
ぺ
-
尽
-
Y向

E
S
E
-

(

9

)

出
口
町
田

rEHHmω
問
。
器
片

N
N
E
B
N
Zニ凹
22Nσ
ロ
ny
〈・

5
色
-
〉
ス

5hH・
5
印・

5
∞・

(ω
〉
〈

q
p
g
E口
町
ぐ
り

H・
明
。

raHhvE-
〉

3
・
HUmyu∞∞-

(
日
)
た
だ
、
こ
れ
ら
の
鎖
国
に
お
い
て
も
、
「
違
法
性
責
任
」
だ
と
は
い
え
、
違
法
性
の
範
囲
が
定
義
・
解
釈
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
、
ま
た
、
過
失
が
全
く
考

慮
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ス
イ
ス
で
は
、
行
政
庁
の
裁
量
処
分
が
、
後
に
監
管
行
政
庁
に
よ
り
合
目
的
的
で
な
い
と
の
理
由
で
取

消
さ
れ
た
場
合
に
も
損
弁
陥
償
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
職
務
義
務
に
従
っ
た
行
為
が
違
法
で
あ
っ
て
も
凶
家
責
任
法
上
は
違
法
と
は

扱
わ
れ
な
い

(
N
5
月
え

2
5
仏
2
ω
g
m再
会
え

Z
ロ
問
問

2
r
F
河
町

n
Z
2
2間一
E
口
r
g
ι
2
0
E
2
Z
B
L
g
y向
2
1
3目
R
r
i
H
g
t
z
z
E円
白

5-Eι
・

戸田口

7
2
0再
開
ロ
壬
円

7
2
岡山
2
Z
ロ
ロ
門
戸
〈

grコ
m
n
z
-
S吋印

ω・
印
民
・
)
。
更
に
、
向
山
部
責
任
法
上
、
裁
判
官
は
、
死
亡
・
身
体
傷
害
の
場
合
に
、
公
務

員
の
過
失
が
こ
れ
を
是
認
す
る
か
ぎ
り
、
賠
償
と
し
て
相
当
な
制
を
判
決
す
る
こ
と
が
で
き
(
同
法
六
条
)
、
被
害
者
の
過
失
寄
与
(
宮
言
語
z
n
y
己
仏
ぬ
と

を
考
慮
す
る
範
囲
内
で
、
公
務
員
の
近
一
過
失
を
被
害
者
の
経
過
失
と
つ
り
あ
わ
せ
、
そ
れ
に
応
じ
て
賠
償
請
求
権
の
減
額
を
排
除
す
る
こ
と
が
あ
る
(
同

法
四
条
)
点
で
、
過
失
原
理
に
依
っ
て
い
る
ほ
か
、
責
任
あ
る
職
務
執
行
者
の
人
的
範
聞
も
制
限
さ
れ
(
同
法
一
条
、
二
条
一
項
、
一
九
条
)
、
形
式
的

既
判
力
あ
る
処
分
、
決
定
、
判
決
の
適
法
性
を
日
比
任
手
続
の
中
で
審
食
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
同
法
二
一
条
)
。

(
ロ
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
不
法
行
為
資
任
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
・
鉄
鋼
共
同
体
設
立
条
約
」
(
〈
め

3
5岡
田

σミ
ι芯
の
る
ロ
仏
ロ
ロ

mLmw門
開
口

g
℃
笠
宮

y
g

。
E
Eニロ
ω円
宮
内
同
町
民
可
欠

DF一
め
ロ
ロ
仏

ω
g
r一〈
-H甲山
HHHWO同
ω)
凶

O
条
一
項
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
設
立
条
約
」
(
ぐ
め

2
g
m
g円
。
込
ロ
仏
ロ
ロ
開

仏
2
開口『

D
B
5
7
2
司
王
凹
与
え
広
明

0
5
2
5口
宮
内
同
〈
・

5
印叶

H
何
者
。
)
一
一
一
五
条
二
項
、
「
ヨ
l
ロ
ヅ
パ
原
子
力
共
同
体
設
立
条
約
」
(
〈

2
可
品

NE円
。
与
口

L
C
E
m
L
mザ門

HWCE匂
即
日
口
}
百
口
〉

Z
E問。
B
Eロ
ωnrmwh同
dFHP勾
HH
何
〉
の
)
一
八
八
条
二
市
引
に
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規

定
か
ら
は
、
火
言
上
、
共
同
体
の
責
任
が
過
失
責
任
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
確
で
は
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、
一
九
六
五
年
一
二
月
九
日
の
判

決
で
、
ま
ず
問
。
穴

ω
の
規
定
に
関
し
、
そ
れ
が
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
を
認
め

(ω
白
ヨ
自
己
ロ
ロ
間
切
払
・
リ
内

H・
5
8・
ω・
己
申
叶
町
四
・
)
、
後
に
、
そ
の
他
の

規
定
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
過
失
火
任
で
あ
る
と
み
な
し
た
(
己
ユ
2
-
ぐ

E
叶・

5
ミ
-

M

広
-

M

ハロ
H
L
g戸

ω・
ω出
向
・
一
〈
・

ω。
・
ロ

-H申
告
い
匙
-

M
内
HHF

S
m山
戸
川
山
叫
明
日
民
・
)
。
し
か
し
、
九
七
一
年
以
降
の
判
決
で
は
、
主
観
的
な
行
為
の
要
素
が
問
題
と
な
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
専
ら
違
法
性
の
範
関
内
で

扱
わ
れ
、
過
欠
の
問
題
と
し
て
は
処
理
さ
れ
て
い
な
い

(
d
コ2-
戸
旧
日
出
品

H
S
Y
切
払
・
凶
〈
戸

5
4
r
ω
-
U
M日
ぬ

-M
〈
-
N
H凶

54H1・
出
品
・
リ
内
〈
戸

論
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ドイツにおける闘の無過失責任論 (日

H由、
2
・
ω・也、刊印

R-u
〈・

5
・∞

-M由、叫い
Y
切牛
-

V

内
JN口
H・
H唱、吋
N-
∞
-
U
2
R
-
u
〈・

HN・吋
-H也、吋日目・回仏
-M内円以
-H由、吋
hyω
・叶由

H
R
-
w
〈
-
M品・

H0・
H由、叶一
Y
切
払
-

U内
HUF]号、吋
hyω
・
]5印印

R-u
〈・同

ω・]ニー
-H由、吋
hy
切《】・

M内
H
U
F
H由、吋一
Yω
・
HNN由
民

-u
〈・

N-
吋・]{由)吋
hF
切
《
同
・
凶
凶
・
]
{
申
叶
hpω
・品、吋印民・)・

(
日
)
阿
内
H
W
1
g
E
O
ω
・
日
間

-umHW1ω
片岡山の

ω・
ミ
同
一
何
l
g
z
o
ω
・
N∞・

(
M
)
相内同
W
3
2図
。

ω・
日
凶
同
・

(
凶
〉
政
府
草
案
で
は
、
司
法
権
に
よ
る
国
家
責
任
に
つ
い
て
は
、
義
務
違
反
が
犯
罪
と
な
り
、
判
決
が
無
効
と
さ
れ
た
時
に
の
み
責
任
が
生
ず
る
と
な
り

(
五
条
)
、
責
任
が
一
段
と
制
限
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

(
日
山
)
立
法
権
の
不
法
に
対
す
る
責
任
は
、
立
法
権
に
自
由
な
活
動
の
余
地
を
与
え
る
と
の
趣
旨
か
ら
、
政
府
草
案
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

ハ
げ
)
草
案
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
審
議
の
過
程
で
も
、
最
も
問
題
と
さ
れ
た
の
は
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
一
九
七
九
年
五
月
二
八
日
付
「
ヴ
ェ
ル
ト
紙
」
(
コ
0
5

者
己
同
三
)
は
、
連
邦
議
会
の
法
制
委
員
会
で
開
か
れ
た
公
聴
会
に
お
い
て
、
草
案
の
無
過
失
責
任
規
定
は
原
則
的
に
多
く
の
関
係
諸
国
体
の
同
意
を
得
つ

つ
も
、
自
治
体
中
央
連
合
、
自
治
体
保
険
組
合
な
ど
は
、
国
家
責
任
法
の
制
定
に
よ
り
、
著
し
い
支
出
増
が
予
怨
さ
れ
る
と
主
張
し
た
と
報
道
し
て
い
る
。

(
時
)
ス
イ
ス
と
の
比
較
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
河
め
玄
ロ
仏
四
ア
の
c
g
n
r
z
p
巴
ロ
〈

2
m
r
F
n
r
L伶
同
開
め
司
F
口
広
口
同
耐
え
O
B
H
ι
2
ω
g
m
g
rえ
Z
口問
ω
B
n
y
s

Z
L
2
回
M
N
O
S
-同
L
2
m
m
n
r
g当日円
E
r
r
r
a
H
L
2
ω
s
a
T
Cロ門目回

g自件。ロ
r阻
止
己
ロ
m
Z
L
2
ω
円}凶耳包

N・
5
日印

w
U
R∞・
1
烈
田
口
口
『
巳

L
2

国
阻
止
ロ
ロ
間
凹
与
問
団

ω
g出
件
。
日
町
田
門
司
o
r
-
Z同}回同
-Zロ
仏

2
D
R
O口同
-rroロ
ロ
ぽ
ロ
田
芯
凹
宮
戸
町

ιmw凶
〈

2
m
n
r
E
Eぬロ
m
O
L
2
ι
2包
m
〈め吋
N
r
Z
2
4々
2
L
Oロ
T

O
P自
己
目
。
roH
口
広
口

ω同
(
司
mnr叫
阿
国
司
。
・
国

-
C
Z
)
ω
・
ω由
由
民
・

ハ
凶
)
委
員
会
草
案
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
下
し
た
国
家
責
任
判
決
の
う
ち
、
専
ら
過
失
の
考
慮
に
基
づ
い
て
拒
絶
さ
れ
た
請
求
の
占
め
る

割
合
は
、
一
九
五
五
年
が
三
了
五
%
、
一
九
六

O
年
が
凶
・
七
%
、
牟
九
六
五
年
は
一
・
九
六
%
、
一
九
六
九
年
は
た
だ
一
件
だ
け
で
あ
り
、
下
級
裁

判
所
に
お
い
て
も
事
情
は
似
た
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
(
民
何
段
出
。

ω
-
H
E
F
)。
し
か
し
、
そ
の
後
、
新
し
く
公
法
上
の
責
任
制
度
を
形
成
す
る
に
際

し
て
は
、
現
行
法
体
系
下
で
の
現
状
を
把
握
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
一
九
七
六
年
九
月
、
報
告
者
草
案
に
先
立
ち
、
「
国
家
責
任
事
件
に
お

け
る
法
事
実
的
認
識
」
(
列

R
y
g
g
g開門
E
k
y
o
何同
r。ロロ
g
町
田
町
宮
山
凶
S
主
任
回
目

Z
口問回目白円
yoロ
巴
吋
岳
)
が
連
邦
司
法
省
に
よ
っ
て
公
に
さ
れ
た
(
一
九

七
七
年
十
二
月
に
は
、
こ
の
結
果
に
、
さ
ら
に
公
共
団
体
で
の
調
査
を
加
え
た
要
約
が
出
さ
れ
て
い
る
)
。
こ
れ
は
、
現
行
法
に
基
づ
く
財
政
負
担
の
状

況
を
知
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
、
連
邦
、
ラ
ン
ト
に
お
け
る
国
家
責
任
に
対
す
る
支
出
に
つ
い
て
の
行
政
調
査
、
お
よ
そ
一
五

O
O件
の
既
判
力
を
有
す

る
国
家
責
任
訴
訟
の
訴
訟
記
録
の
評
価
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
ま
ず
行
政
調
査
で
は
、
一
九
七
二
年
の
会
計
年
度
に
お
い
て
、
連

邦
、
ラ

γ
ト
で
は
、
公
権
力
の
行
使
に
基
づ
く
国
家
責
任
(
狭
義
の
国
家
責
任
〉
の
領
域
で
、
総
額
一
五
九

O
万
マ
ル
ク
の
請
求
が
な
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、
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説

一
九

O
万
マ
ル
ク
が
支
払
わ
れ
三
二
・
五
%
)
、
一
一
ニ
九

O
万
マ
ル
ク
が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
四
五
%
が
、
公
務
員
に
過
失
が

な
い
と
の
理
由
で
拒
絶
さ
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
の
み
に
つ
い
て
は
、
こ
の
数
値
は
三
八
e

六
%
)
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
訴
訟
記
録
で
は
、
狭
義
の
国
家

責
任
請
求
事
件
の
一

0
・
四
%
が
加
害
公
務
員
の
無
過
失
を
理
由
に
棄
却
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
(
し
か
も
、
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
は
、
明
ら
か

に
過
失
を
欠
く
た
め
に
、
他
の
、
よ
り
面
倒
な
要
件
に
つ
い
て
の
判
断
が
回
避
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
ん
で
い
る
〉
。
報
告
者
草
案
は
、
こ
の
数
値
を
基

礎
に
、
無
過
失
責
任
の
導
入
に
よ
っ
て
、
約
一

O
W
Aの
財
政
負
担
増
を
見
込
ん
で
お
り
、
そ
の
額
は
、
毎
会
計
年
度
、
連
邦
・
ラ
ン
ト
・
公
共
団
体
で
、

お
よ
そ
四

O
O万
マ
ル
ク
に
な
ろ
う
と
予
想
す
る
(
何
回

N12出
。

ω
-
g
?
混
同
・
)
。
政
府
草
案
は
、
過
去
の
国
家
責
任
に
伴
な
う
財
政
支
出
の
調
査
結

果
を
基
礎
に
し
、
そ
れ
に
、
更
に
、
補
充
条
項
の
脱
落
(
政
府
草
案
一
条
・
二
条
)
、
技
術
的
装
置
に
対
す
る
責
任
(
同
一
条
二
項
・
二
条
三
項
)
、
立
証

責
任
の
転
換
(
同
二
条
一
一
項
二
段
)
、
基
本
権
侵
害
の
責
任
(
同
二
条
二
項
)
と
い
っ
た
制
度
改
革
に
よ
っ
て
見
込
ま
れ
る
財
政
負
担
増
を
加
え
て
、
毎

会
計
年
度
平
均
、
連
邦
で
六
四
五
万
マ
ル
ク
、
ラ
ン
ト
で
二
四
四
万
マ
ル
ク
、
自
治
体
領
域
で
四
四
三
万
マ
ル
ク
か
ら
五
二
六
万
マ
ル
ク
、
多
く
見
積
っ

て
も
、
全
体
で
一
五

O
O万
マ
ル
ク
を
越
え
な
い
と
の
見
通
し
を
立
て
て
い
る
(
何

1
2
z
c
ω
・
出
ご
。

論

(3) 

国
家
責
任
制
度
改
革
の
問
題
点

民
法
的
に
構
成
さ
れ
た
職
務
責
任
制
度
の
数
々
の
欠
陥
を
是
正
し
、
調
和
あ
る
統
一
的
な
権
利
保
護
体
系
と
し
て
の
国
家
責
任
制

度
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
の
度
の
制
度
改
革
は
、
基
本
法
の
改
正
案
お
よ
び
国
家
責
任
法
草
案
の
中
に
具
体
化
さ
れ
た
。
こ
の
国
家
責

任
法
草
案
は
、
法
治
国
家
的
国
家
責
任
観
に
よ
っ
て
直
接
・
間
接
に
支
え
ら
れ
て
、
直
接
的
な
国
家
責
任
の
導
入
に
伴
な
う
過
失
責
任
主

義
の
放
棄
の
み
な
ら
ず
、
本
来
的
な
国
家
責
任
の
考
え
方
か
ら
指
示
特
権
(
補
完
条
項
)
を
除
去
し
、
損
害
賠
償
の
効
果
を
、
単
な
る
金

銭
賠
償
か
ら
現
状
回
復
へ
拡
張
し
、
裁
判
管
轄
権
を
統
一
し
、
暴
動
損
害

(
、
叶
ロ
ヨ
己
同
聞
の
『
注
巾
ロ
)

に
関
す
る
法
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
が
、
同
家
責
任
の
構
造
を
根
本
的
に
変
革
し
、
被
害
者
の
権
利
救
済
を
少
な
か
ら
ず
拡
大
し
強
化
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
殊
に
、
単
に
法
技
術
上
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
法
治
国
家
の
原
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
直
接
か
つ
第
一
次

的
国
家
責
任
の
理
念
と
過
失
責
任
主
義
の
放
棄
は
、

国
家
責
任
の
本
質
的
な
理
解
の
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
戦
後
、

「
収
用
類
似
の

北法31(1・126)126



侵
室
己
に
関
す
る
判
例
を
大
胆
に
展
開
さ
せ
、
制
度
と
し
て
定
着
さ
せ
た
最
高
裁
判
所
の
精
力
的
な
努
力
を
思
え
ば
、
こ
の
改
革
は
事
実

と
し
て
は
む
し
ろ
遅
す
ぎ
た
く
ら
い
で
も
あ
ろ
う
。

反
面
、

」
の
国
家
責
任
法
草
案
は
、

し
か
し
、

重
要
な
点
で
責
任
の
制
限
を
行
な

っ
て
い
る
o

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
制
限
が
、

い
ず
れ
も
直
接
・
間
接
に
法
治
国
家
原
理
の
論
理
的
な
帰
結
と
し
て
、
許
容
さ
れ
る
範
囲
内

で
の
立
法
的
投
影
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
法
治
国
家
原
理
に
基
づ
く
国
家
責
任
の
限
界
が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
過
失
は
も
は
や
国
家
責
任
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
で
は
な
い
が
、
法
治
国
家
原
理
の
枠
内
で
は
、
損
害
の
算
定
に
際
し

て
過
失
を
考
慮
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
ば
か
り
か
む
し
ろ
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

政
府
草
案
に
よ
れ
ば
、
「
不
法
責
任
と

し
て
の
国
の
義
務
違
反
責
任
に
対
す
る
原
則
的
決
定
は
、

国
が
執
行
権
、
司
法
権
の
行
使
に
お
い
て
、
秩
序
に
従
っ
た
行
政
の
枠
内
で
、

市
民
の
損
害
お
よ
び
不
利
益
を
避
け
る
た
め
に
、

そ
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
手
段
・
可
能
性
を
利
用
し
た
場
合
に
も
、
完
全
な
利
害
調

整
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
が
個
別
的
場
合
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
評
価
す
る
に
あ
た
り
、
法
治
国
家
に

要
求
さ
れ
る
注
意
を
尽
し
た
に
拘
ら
ず
市
民
の
損
害
を
避
け
る
こ
'
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
国
家
を
責
任
か
ら
免
除
し
、
市
民
に

ドイツにおける国の無過失責任論 (日

損
害
を
自
ら
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
し
、
国
家
責
任
の
財
政
的
結
果
そ
適
切
に
限
界
づ
け
る
と
い
う
利
益
に
お
い
て
、
予
算
上

も
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ
き
、
「
一
方
で
、

従
来
の
職
務
責
任
法
と
の
整
合
性

を
見
出
し
、
他
方
で
、

行
政
庁
お
よ
び
裁
判
官
に
よ
り
確
実
な
基
準
に
よ
っ
て
賠
償
給
付
の
正
し
い
算
定
を
達
成
さ
せ
る
た
め
に
」
、
政

主
体
は
、

損
害
を
金
銭
で
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

府
草
案
は
、
こ
の
趣
旨
を
、
「
(
公
権
力
の
)

に
、
状
況
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
注
意
力
を
持
っ
て
し
て
も
義
務
違
反
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、

執
行
権
・
司
法
権
の
行
使
の
際

金
銭
賠
償

は
行
な
わ
れ
な
い
」
(
同
草
案
二
条
一
項
、

傍
点
筆
者
)
、
「
義
務
違
反
が
違
法
な
基
本
権
の
侵
害
に
存
す
る
場
合
に
は
、

一
項
で
要
求
さ

財
産
的
効
果
を
も
っ
損
害
が
金
銭
で
賠
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
二
条

二
項
)
と
規
定
し
た
。
こ
の
縮
減
条
項

(ma己目色。
5
E
S
E
-
)
な
い
し
適
正
条
項
(
〉
門

-
2
5日
E
Eお
}
)
は
、
損
害
賠
償
額
の
算
定
に

れ
た
注
意
を
尽
し
て
も
、

基
本
権
の
保
護
の
た
め
に
、
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説

際
し
て
は
、
原
則
的
に
全
体
賠
償
(
叶
。

s-HaR田
氏
。
ロ
)
の
原
理
に
立
ち
つ
つ
も
、
そ
こ
に
比
例
性
の
原
則
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

損
害
賠
償
の
個
別
的
な
算
定
、
損
害
の
個
別
的
な
場
合
に
相
応
し
い
配
分
を
可
能
に
し
、
「
全
て
か
皆
無
か
」

(E-gEa2・Z
E呂
田
)
の
原

理
か
ら
の
解
放
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
す
で
に
、
国
家
責
任
を
根
拠
づ
け
る
際
に
放
棄
さ
れ
た
は
ず

の
過
失
が
、
体
系
に
逆
行
す
る
形
で
、
責
任
を
履
行
す
る
際
に
、
「
状
況
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
注
意
力
」
の
形
で
再
登
場
し
て
き
で
い
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
政
府
草
案
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
基
本
権
と
そ
の
他
の
権
利
を
区
別
し
、
無
過
失
責
任
の
原
則
は
、
結

局
、
前
者
に
つ
い
て
の
み
し
か
貫
ぬ
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
列
。
法
治
国
家
の
原
理
は
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
の
種
類
・
違
法
性
の
態
様

如
何
に
よ
っ
て
賠
償
義
務
に
差
異
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
結
果
的
に
「
修
正
さ
れ
た
過
失
責
任
」
を
是
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

論

一
定
の
限
定
さ
れ
た
意
味
内

法
治
国
家
的
国
家
責
任
論
は
、
国
家
責
任
成
立
の
中
心
的
な
要
件
で
あ
る
「
違
法
性
」
に
関
し
て
、

容
を
要
求
し
た
。
過
失
か
ら
解
放
さ
れ
た
国
家
責
任
は
、
直
ち
に
国
が
あ
ら
ゆ
る
加
害
的
行
為
に
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
権
力
の
行
使
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
要
件
と
す
る
。
し
か
し
て
、
こ
こ
で
い
う
違
法
と
は
、
草
案
理
由

書
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
執
行
権
、
司
法
権
が
、

務
に
違
反
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
違
法
性
を
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
根
拠
と
し
て
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
国
家
責
任
の

個
人
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
、

そ
れ
故
に
そ
の
個
人
的
な
保
護
に
役
立
つ
公
法
上
の
義

第
二
義
的
権
利
保
護
機
能
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
公
権
力
は
、

行
政
お
よ
び
司
法
の
領
域
で
、

公
権
力
の
行
使
が
法
的
根

拠
な
く
し
て
、
あ
る
い
は
現
行
法
規
範
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
違
法
と
な
る
。
憲
法
上
の
法
治
国
家
の
要
請
は
、
国
家
権
力
を
し
て
、

憲
法
、
法
律
お
よ
び
法
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
る
。

し
た
が
っ
て
、

違
法
な
行
為
は
、
(
法
治
国
家
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
)

客
観
的
な
義
務
違
反
の
行
為
と
同
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
国
家
行
為
の
違
法
性
だ
け
で
は
、
国
家
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
べ
き
で
は

な
い
。
単
に
公
共
の
利
益
の
み
な
ら
ず
、
特
定
の
個
人
(
少
く
と
も
被
害
者
)

の
保
護
を
規
定
す
る
公
法
法
規
は
、
公
権
主
体
に
対
し
て

具
体
的
な
行
為
・
不
行
為
義
務
を
根
拠
づ
け
、
こ
の
個
人
は
、
反
面
、
そ
れ
に
対
応
し
た
一
定
の
主
観
的
な
公
権
的
地
位
を
取
得
す
る
。
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本
来
の
権
利
保
護
(
公
権
力
の
行
使
の
適
法
性
に
関
す
る
司
法
統
制
)

は
、
民
衆
訴
訟
的
な
権
利
保
護
の
意
味
で
は
な
く
、
個
人
的
な
権

利
保
護
の
意
味
に
お
い
て
、
法
治
国
家
的
要
請
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
義
的
な
権
利
保
護
(
基
本
法
三
四
条
)

が
、
本
来
の
権
利
保
護
(
基
本
法
一
九
条
四
項
)
よ
り
も
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
が
広
く
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
っ
た
主
観
的
な
権

利
救
済
観
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、

い
ず
れ
の
権
利
保
護
の
段
階
に
お
い
て
も
、
違
法
性
の
概
念
は
同
一
の
も
の
と
し
て
観

念
さ
れ
、
政
府
草
案
も
、
そ
の
結
果
、

国
家
責
任
成
立
の
要
件
を
、
「
執
行
権
あ
る
い
は
司
法
権
が

他
の
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
公

項法
)上

との
規義
定務
し tこ
た丘違
。}反

し
た
場
t、
口

t土

そ
の
主
体
は
、

こ
の
法
律
に
よ
り
依
っ
て
生
じ
た
損
害
に
対
し
責
任
を
負
う
」
(
同
草
案
一
条
一

国
家
責
任
法
草
案
で
把
え
ら
れ
た
「
(
直
接
に
は
)
被
害
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
公
法
上
の
義
務
違
反
」
の
違
法

性
の
観
念
は
、
職
務
執
行
者
の
単
な
る
規
範
違
反
を
意
味
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
保
護
さ
れ
た
権
利
・
利
益
自
体
の
中
に
侵
害
作
用
の

違
法
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

(5) 

法
治
国
家
の
理
念
と
国
家
責
任
の
権
利
保
護
体
系
上
の
制
度
的
位
置
づ
け
に
よ
っ

て
、
従
来
主
と
し
て
私
法
上
の
不
法
行
為
理
論
で
論
じ
ら
れ
た
行
為
不
法
説
・
結
果
不
法
説
の
い
ず
れ
と
も
異
質
の
責
任
要
件
の
表
現
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

ドイツにおける国の無過失責任論

法
治
国
家
の
理
論
に
基
づ
く
国
家
責
任
は
、
立
法
の
不
法
に
対
す
る
責
任
の
問
題
に
お
い
て
大
き
な
後
退
を
示
し
た
。
従
来
も
、

立
法
の
不
法
に
対
し
職
務
責
任
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
に
関
し
、
学
説
上
争
い
が
あ
り
、
判
例
は
こ
れ
を
、
「
第
三
者
に
対
す
る
(
議

員
の
)
職
務
義
務
が
存
し
な
い
」
と
の
理
由
で
否
定
的
に
解
し
て
き
た
。
し
か
し
、
立
法
者
も
法
治
国
家
の
要
請
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

四
ら
ず
、
基
本
法
二

O
条
三
項
に
よ
っ
て
明
示
的
に
憲
法
秩
序
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
の
観
点
の
下
に
、
委
員
会
草
案
、
報
告
者
草
案
は
、

と
も
に
立
法
行
為
に
対
す
る
国
家
責
任
を
定
め
て
い
た
。

北法31(1・129)129

と
こ
ろ
が
、
「
違
法
な
規
範
定
立
に
対
し
て
も
無
制
限
の
国
家
責
任
を
認
め
る

こ
と
は
法
治
国
家
に
お
け
る
立
法
の
機
能
を
そ
こ
ね
る
こ
と
に
な
り
」
、
「
立
法
権
に
十
分
そ
の
機
能
を
果
た
さ
せ
る
た
め
に
は
、
決
定
の

活
動
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
実
際
的
配
慮
か
ら
、
執
行
権
・
司
法
権
と
は
異
な
り
、
立
法
権
は
、
新
た
な
基



説

本
法
三
四
条
の
憲
法
保
障
か
ら
は
ず
さ
れ
、
政
府
草
案
に
お
い
て
も
立
法
の
不
法
に
対
す
る
国
家
責
任
は
全
く
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

ヲ匂
O

論

五

法
治
主
義
の
要
請
と
し
て
、
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
損

北法31(1・130)130

告
一
同
の
補
填
が
憲
法
上
の
制
度
的
保
障
を
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
確
か
に
、
権
力
抑
制
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
も
、
権
利
救

済
の
制
度
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
大
き
な
前
進
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
法
治
国
家
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
国

家
責
任
論
は
、
従
来
、

ド
イ
ツ
で
ば
ら
ば
ら
の
理
念
に
立
脚
し
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
発
展
を
と
げ
て
き
た
国
家
責
任
制
度
を
ト
ー
タ
ル
に

ま
と
め
あ
げ
る
指
導
理
念
と
し
て
も
、

ま
た
、
直
接
的
国
家
責
任
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
過
失
責
任
主
義
の
導
入
を
論
理
的
に

ま
さ
に
恰
好
の
理
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
今
度
の
国
家
責
任
制
度
改
革
の
基
礎
と
さ
れ
た
法
治
国

可
能
に
し
た
点
に
お
い
て
も
、

家
的
国
家
責
任
論
は
、
伝
統
的
な
損
害
賠
償
制
度
の
依
っ
て
立
つ
論
拠
を
全
面
的
に
改
め
、
国
家
責
任
論
に
新
生
面
を
聞
く
も
の
と
し

て
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
理
念
は
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
国
家
責
任
法
草
案
の

中
で
、
恐
ら
く
は
、
主
と
し
て
財
政
的
な
理
由
か
ら
、
必
ず
し
も
生
か
し
き
ら
れ
て
は
い
な
い
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
無
過
失
責

任
主
義
は
、

い
わ
ゆ
る
縮
減
条
項
に
よ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
機
能
の
発
揮
が
期
待
で
き
ず
、
違
法
性
は
第
三
者
に
対
し
て
負
う
義
務
違

反
と
把
え
ら
れ
、

立
法
上
の
不
法
に
対
す
る
責
任
は
全
面
的
に
排
除
さ
れ
た
o

大
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
っ
た
大
が
か
り
な
国
家
責
任
制
度
の

改
革
も
、
結
果
的
に
は
、
従
来
の
収
用
類
似
の
侵
害
・
犠
牲
類
似
の
侵
害
の
範
囲
を
若
干
押
し
広
げ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
草
案
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
責
任
の
制
限
が
、
や
は
り
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
治
国
家
制
度
の
帰
結
と
し

て
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
今
回
の
改
革
に
伴
な
う
救
い
難
い
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
治
国
家
の
制
度
が
、
そ
こ
で

行
な
わ
れ
た
不
法
の
結
果
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
不
法
の
結
果
を
安
易
に
是
認
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
殊
に
、
基
本
法
上
は
、
法
治
国
家
は
少
く
と
も
社
会
国
家
に
匹
敵
す
る
o

社
会
国
家
が
、
巨
額
の
社
会
的
福
祉
に
要
す
る
費
用
を



提
供
す
る
が
、
法
治
国
家
が
財
政
的
理
由
か
ら
不
法
を
容
認
し
、
補
償
の
費
用
を
惜
し
む
と
い
う
の
は
理
解
で
き
な
い
。
結
局
、
国
家
責

任
制
度
の
改
革
は
、
確
か
に
一
連
の
改
善
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
最
終
的
に
は
、
法
治
国
家
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
不

法
に
対
す
る
国
家
責
任
の
新
し
い
理
念
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ム

ノ、

草
案
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
後
退
の
現
象
と
は
別
に
、
法
治
国
家
的
国
家
責
任
の
考
え
方
が
、
制
度
改
革
の
基
礎
理
論
と
し
て
成

功
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
一
般
的
な
普
遍
原
理
と
し
て
ど
こ
ま
で
通
用
し
う
る
か
と
い
っ
た
問
題
の
検
討
は
、
む
し
ろ
今
後
に
残

さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
無
過
失
責
任
立
法
の
出
発
点
と
さ
れ
た
国
の
直
接
的
責
任
の
根
拠
づ
け
に
は
、

わ
が
国
に
お
け
る
国
家
責
任
性
質
論
、
無
過
失
国
家
責
任
論
に
つ
い
て
も
、
何
ら
か
の
参
考
に
す
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
今
回
の
制
度
改
革
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
活
発
な
論
議
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ドイツにおける国の無過失責任論 (日

(
1
)
H
W
i
ω
同
国
の

ω
・
目
。
・

ハ
2
)
た
だ
、
そ
の
場
合
に
も
、
「
違
法
性
が
、

い
」
(
同
草
案
二
条
二
項
二
段
)
。

(

3

)

こ
の
条
項
は
、
委
員
会
草
案
以
来
規
定
の
仕
方
を
変
え
て
き
て
お
り
、
し
か
も
徐
々
に
内
容
的
に
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
委

員
会
草
案
で
は
、
「
権
利
侵
害
、
あ
る
い
は
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
過
失
の
微
弱
性
、
損
害
の
予
測
可
能
性
の
欠
如
、
な
い
し
そ
の
異
常
な
高
額
さ
、
あ

る
い
は
同
様
の
理
由
に
よ
り
適
当
で
去
場
合
に
か
ぎ
り
、
賠
償
義
務
は
縮
減
す
る
」
(
同
草
案
二
条
二
項
〉
と
な
っ
て
い
た
(
官
辞
当
時
計
費
一

れ
た
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
ザ
報
告
者
草
案
で
主
、
規
定
が
や
阜
、
臭
然
と
な
り
、
「
最
大
の
注
意
力
を
も
っ
て
し
て
も
義
務
違
反
を
避
け
る
こ
と

い

」

と

の

但

書

が

付

さ

れ

て

い

る

。

』

』

i

が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
町
、
金
銭
賠
償
は
行
な

h
れ
な
い
」
(
同
草
案
一
一
杢
一
一
項
)
と
さ
れ
た
(
開
眼
科
恥
常
郡
長
時
・
J
r
h
箭

由
ゐ
る
い
は
財
産
権
の
保
護
の
た
め
の
義
務
違
反
に
対
し
て
ず

は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
」
と
の
但
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
」

(

4

)

同
州
開

lω
停
向
。

ω・
印
印
・

(

5

)

こ
の
趣
旨
は
、
す
で
に
、
一
九
六

O
年
の
ド
イ
ツ
法
律
家
会
議
で
も
討
論
さ
れ
、
そ
れ
は
、
損
害
賠
償
に
お
け
る
全
体
賠
償
の
原
則
を
、
賠
償
の
範
囲

を
特
に
過
失
の
程
度
を
考
慮
し
て
公
平
な
裁
量
に
よ
り
決
す
べ
き
権
限
を
裁
判
官
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
緩
和
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
〈

2
・

専
ら
単
な
る
法
違
反
に
あ
る
場
合
に
は
、

一
般
的
な
行
為
の
自
由
の
基
本
権
侵
害
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な

北法31(1・131)131



説

E
E
-
5
m
mロ門
-
2
8・
U
』
吋

5
2
切仏

-
H
(の
E
m
n
z
g
〈

Cロ
出

-
Cロ
mo)噌
切
仏
・
口
〈

(
U
ω
R・
若
者
己
『
ロ
旬
開
唱
の

Nω
同
・
明
・
回
目
印
)
o

そ
し
て
、

一
九
六
七
年
、
述
邦
司
法
大
陸
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
民
法
上
の
損
害
賠
償
規
定
の
改
正
・
補
充
に
関
す
る
報
告
者
草
案
(
岡
山
市

r
B
E巾
口
市
三
唱
ロ
ユ

巴
ロ

2
C
2
2
N
O
ω
N
E
H
〉
ロ
島

2
口
口
問
己
ロ
仏
肘
吋
也
ー
ロ
Nロロ
m
ω
円「主一命ロ凶

m
H
E
R
g
n
z
z
n
r
2
〈
O同田口
r
H
F
E
2
H
H申
由
叶
)
は
、
全
体
賠
償
の
原
則
か
ら
出
発

し
つ
つ
も
、
と
り
わ
け
、
た
と
え
ば
「
惹
起
さ
れ
た
損
害
が
異
常
に
高
く
」
な
り
、
あ
る
い
は
「
完
全
な
賠
償
が
著
し
い
不
公
平
に
歪
る
で
あ
ろ
う
場
合
」

に
は
裁
判
官
の
形
成
法
に
よ
っ
て
陥
償
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

(
6〉
出

g
m
p
Nロ
H
H耐え
o
E
H
仏
2
ω
S丘
団
ゲ
弘
吉
口
問

m
z
n
r
F
H凶
回
忌
吋
印
噌

ω・
ぉ
・

(

7

)

こ
の
発
想
は
、
基
本
法
は
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
、
そ
の
国
家
的
保
護
義
務
を
、
憲
法
裁
判
権
に
お
け
る
憲
法
訴
願
の
保
障
に
よ
っ
て
特
別
に
考
慮
し

て
お
り
、
関
家
責
任
の
第
二
義
的
権
利
保
護
も
、
こ
の
憲
法
上
の
価
値
序
列
を
同
様
に
考
慮
す
べ
き
と
の
見
解
(
何
1盟
国
の

ω・
8
¥〈
O関
与
巴
〈

E
s
a
-

∞
-
E
N
)
に
基
づ
く
。

(
8
〉
。
印
明
。
ロ
ゲ
ロ
}
】
「
ロ

m
H
H
N
2
1
2ロ
ロ
加
明
。
ロ
プ
弓
日
目
巳
ロ

g
ω
S白
g
r即
時
苫
口
問
団
関

2
2
N
O
m
-回。
mFロロ

O
L
R
何ロ品。

E
ロ
2
H耐え
DHHH戸
吋
】

Eω
忌
叶
∞

-ω
・斗

N0・

(
9
)
州内

HNlω
仲
田
の

ω・
斗
品
目

-
m
H
W
1
3
z
o
ω
・∞

N
h
4
H
N
l
p図
。

ω・
回
目
円

(
山
山
)
開

lω
品
闘
の

ω・
ω少
回
。
ロ
L
O
F
N
E
品
。
ロ
の

HEロ
L
F問。ロ

Lm民
間

mnrg者
三
ユ
四
日
向
。
ユ
己
ロ
《
同
国
国
間
宮
口
出
口
白

ny
仏巾

B
H
W
2
4匂
己
正
巳
ロ
町
田

ω
S田伸明町田町片ロロ問中

出
2
2
N
O
P
ぐ
2ω
同州

s
a
-
ω
・印∞

H
同・

(
日
〉
当
初
の
委
員
会
草
案
で
は
、
当
該
規
定
は
、
「
公
権
力
が
あ
る
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
体
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
責
任
を
負
う
ハ
あ

る
人
が
そ
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
の
は
、
公
権
力
が
彼
に
対
し
て
負
う
公
法
上
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
る
ご
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
「
権
利

侵
宝
己
の
語
を
用
い
た
の
は
、
「
基
本
法
上
の
権
利
保
護
規
定
で
あ
る
基
本
法
一
九
条
四
項
、
こ
の
憲
法
規
定
に
対
応
す
る
訴
訟
法
上
の
権
利
保
護
規
定
、

た
と
え
ば
、
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
、
一
一
三
条
一
項
・
四
項
、
財
政
裁
判
所
法
四

O
条
二
項
、
一

O
O条
一
項
、
一

O
ニ
条
、
社
会
裁
判
所
法
五

四
条
一
項
・
二
項
の
規
定
」
と
の
統
一
を
は
か
る
た
め
で
あ
り
、
同
時
に
、
非
常
に
広
い
内
容
を
有
す
る
「
権
利
」
概
念
か
ら
生
ず
る
混
乱
を
避
け
る
た
め

に
、
カ
ツ
コ
書
き
を
採
用
し
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
肉
付
l
盟
国
の

ω・
4
S。
し
か
し
、
多
分
に
「
主
観
法
的
」
な
響
き
を
も
っ
こ
の
「
権
利
侵
害
」

の
表
現
に
対
し
て
は
、
「
職
務
義
務
違
反
か
ら
違
法
性
へ
と
い
う
責
任
の
根
拠
の
提
案
さ
れ
て
い
る
方
向
転
換
」
に
そ
ぐ
わ
な
い

(
U
m
m
g悶
Z
F
N
5

H耐
え
ミ
ヨ
仏

2
ω
S三
岳
民

Z
D岡田円
2
Z
P
〈
2
司
白
}
宮
口

m
g
R
E〈

S
2・
ω・
包
印
民
二
山
-

U

叩
叶
)
、
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
権
利
侵
害

は
、
一
般
的
な
法
律
学
上
の
矧
諮
例
と
異
な
っ
て
お
り
」
、
概
念
構
成
上
の
混
乱
を
ま
ね
く
(
司
ぷ
》
芯

F
N
C『
同
耐
え
2
5
L
E
ω
S白
g
rえ
Z
口問

m
z
n
y
F

O
〈
巴
忌
戸
λ
山
・
勾
印
)
、
と
い
っ
た
批
判
的
な
見
解
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
批
判
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
後
の
報
告
者
草
案
、
政
府

論

北法31(1・132)132



ドイツにおける国の無過失責任論同

草
案
で
は
、
「
権
利
侵
害
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

(
ロ
)
職
務
責
任
に
お
け
る
「
職
務
義
務
違
反
」
に
関
し
、
判
例
は
、
侵
害
す
る
職
務
執
行
者
の
行
為
の
違
法
性
と
は
無
関
係
に
、
す
な
わ
ち
、
行
為
自
体
は

職
務
義
務
に
違
反
し
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報
告
者
草
案
で
は
、
議
会
に
よ
る
形
式
的
な
立
法
と
執
行
権
に
よ
る
法
定
立
(
法
規
命
令
、
規
則
)
と
が
区
別
さ
れ
、
前
者
に
お
い
て
、
議
会
に
、
一

定
期
間
内
に
立
法
上
の
不
備
を
再
検
討
す
る
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
同
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案
六
条
一
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政
府
草
案
一
条
の
タ
イ
ト
ル
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
「
執
行
権
・
司
法
権
の
責
任
し
と
な
っ
て
お
り
、
立
法
権
に
よ
る
責
任
を
明
示
的
に
排
除
し
て

い
る
。
た
だ
、
執
行
権
に
よ
る
法
定
立
(
法
規
命
令
、
規
則
)
は
、
執
行
権
の
作
用
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
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Die Entsch邑digungspflichtdes Staates aus rechts・

widrig-schuldloser Ausiibung心ffentlicher

Gewalt in Deutschland (5) 

Yoshiaki AKIYAMA* 

I. Der Anspruch aus enteignungsgleichem Eingri任 kannnicht in 

jedem Fall rechtswidrigen Staatshandelns ohne Verschulden eine 

Entschadigung gewahren. Aus der Anbindung des enteignungsgleic-

hen Eingri妊san die Enteignung ergeben sich heute einige Schranken 

des Entschadigungsanspruchs. Auserdem sind die Anspruche aus 

Amtshaftung und enteigungsgleichem Eingri任nichtsystematisch aufe・

inander abgestimmt. Die offentlichrechtliche Abteilung des 47. Deu-

tschen Juristentages in 1968 hatte eine umfassende Neuregelung der 

Staatshaftung empfohlen， die verschiedenen Bereiche der Staatshaftung 

untereinander und mit den bestehenden Rechtschutsbestimmungen 

harmonisiert. 

II. Auf Anregung DJT hat die Bundesregierung Anfang 1970 eine 

unabhangige Kommission mit der Aufgabe betraut， eine umfassende 

gesetzliche Neuregelung des Staatshaftungsrechts vorzubereiten. Der 

von der Kommission 1973 vorgelegte Entwurf， und der ihm folgende 

Regierungsentwurf von 1978 auch， vereinigt die Institute der Amts-

haftung， des enteignungsgleichen und aufopferungsgleichen Eingriffs 

sowie der Folgenbeseitigung zu einer einheitlichen Staatsunrechtshaf-

tung， gerichtet auf Schadensersatz in Geld oder Herstellung des 

ursprunglichen rechtsmaβigen Zustandes. 

IIJ. Nach dem Entwurf des Staatshaftungsrechts its das Verschul-

持 a.o. Professor an der Handelshochschule Otaru 
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densprinzip. des derzeit noch im Amtshaftungsrecht， nicht aber bei 

der Haftung fur die enteignungsg1eichen Eingri任egi1t， aufzugeben. 

Dabei ist es der Leitgedanke， das unter Rechtstaat1ichkeit im Sinne 

des Grundgesetzes die Staatsunrechtshaftung mitte1bar und originar 

sein sol1 und das sie an die Rechtswidrigkeit als solche angel王nupft

werden s011. Der Entwurf scheint sich damit einerseits klar daruber 

zu sein， daβweitgehend der bereits durch die Rechtsprechung ge-

scha妊ene Zustand positiviert wirt. Anderseits begrundet er aber 

sehrweittragende Haftungsbeschrankungen durch“induvidue11e Beme-

ssun只 desGeldersatzes; Minderungs-oder Adaquanzklausel" 
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